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3．中心市街地の活性化の目標 

（1）中心市街地活性化の目標 

目指す将来像である「50万中枢都市の顔づくり～城下町ならではの歴史文化と都市機能が調

和する元気、活力日本一のまち～」のもと、3つの基本方針である「城下町ならではの賑わいのあ

るまち」、「「坂の上の雲」のまちづくりとまちなか回遊を活かした観光交流のまち」、「便利で、楽し

い商業のまち」を形成するために、以下のように、具体的な目標を掲げ、中心市街地の活性化を

目指す。 

 

1）街なかの賑わい創出 

本市の広域集客核である中央商店街及びその周辺地域は、商店、飲食店が集中して立

地しており、それを取り巻くようにマンション、オフィスビル、官庁街が存在する四国随一の商

業・業務等の集積地域である。しかしながら、近隣市町への大規模集客施設の立地など、都

市間競争が激化する中、本市の広域集客商業核である 2つの百貨店とその間を結ぶ中央商

店街及びその周辺エリアの魅力アップと観光客を含む来街者の回遊性の向上により、来街

者を増加させることで、多様な人々が集い、賑わいのあるまちの形成を図る。また、将来につ

ながる「まち更新」への取り組みや、観光拠点である道後との連携、広域集客の要所である

JR 松山駅に係る一連の整備を進めるとともに、回遊性を活かした施策の展開により区域全体

の賑わいの持続に繋げていく。 

 

2）街なかの観光交流人口増 

2 大観光地である道後温泉、松山城に加え、坂の上の雲ミュージアムや小説「坂の上の

雲」ゆかりの地などの地域資源等、本市の主要観光施設を有する中心市街地内の誘客を図

るため、平成 21年からの「坂の上の雲」スペシャルドラマ放映による効果の最大化、持続化と

ともに、「まちなか回遊」の仕組みを活かし、様々な観光振興策等を講じるとともに、集客力の

ある中央商店街や各種イベント等へも回遊を促すなど、区域内連携を図ることで、街なかの

観光交流人口の増加を図る。 

 

3）街なかの商業活性化 

中心市街地の商業は、城下町として発展してきた経緯もあり、松山市のみならず、県内

各地から来客があり、加えて、街なか居住者には車に頼らない便利な生活環境を提供して

いる。しかしながら、代表的な商業指標である小売年間商品販売額は減少しており、本市

の経済活動(商業)の中核を担う地域として、持続可能な都市経営を進めていくためにも、

魅力と活力のある商業地域として活性化を図るものである。 

 

 

（2）計画期間 

計画期間は、平成 20年 11月から平成 26年 10月までとする。 
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（3）数値目標の設定の考え方 

中心市街地活性化の目標の達成状況を把握するために、「街なかの賑わい創出」、「街な

かの観光交流人口増」、「街なかの商業活性化」の目標ごとに指標となる数値目標を設定す

る。 

  

1）「街なかの賑わい創出」の数値目標の考え方 

街なかの賑わいは、多くの人々が仕事やショッピング、観光等様々な目的で集うことで創

出される。そこで、四国随一の商業・業務等集積地域である中央商店街は、休日には、市

民や近隣市町住民、観光客等あらゆる人々が集う場所で、中心市街地の賑わいを代表す

る地域である。そこで、過去より継続的に調査を行っている「中央商店街の歩行者通行量」

を指標に設定する。 

中央商店街の歩行者通行量 

 

  また、路面電車は、中心市街地内の観光地、商業施設、交通結節点、公共公益施設等

を結んでおり、多くの市民、観光客の移動手段として利用されていることから、中心市街地

全体の賑わいを計るものとして、「路面電車の年間乗車人数」を指標に設定する。 

路面電車の年間乗車人数 

 

2）「街なかの観光交流人口増」の数値目標の考え方 

2 大観光地である松山城、道後温泉をはじめ、中心市街地には観光スポットが集中して

おり、松山城、道後温泉を含む市有観光施設においては、観光入りこみ客数を把握してい

る。そこで、市有の観光 5 施設（松山城、道後温泉本館、子規記念博物館、松山城二之丸

史跡庭園、坂の上の雲ミュージアム）の観光入り込み客数合計を「中心市街地内の観光客

数」の指標に設定する。 

中心市街地内の観光客数 

 

 3）「街なかの商業活性化」の数値目標の考え方 

街なかの商業活性化は、居住者にとって必要な食料品等生活必需品を提供するスーパ

ーや個人商店を始め、広域から集客し、買回り品や飲食、サービスを行う百貨店や中央商

店街店舗の売上が増加することで成立するものである。そこで、その状況を端的に表すも

のであり、商業統計調査でフォローアップも可能な「小売年間商品販売額」を指標に設定

する。 

      中心市街地の小売年間商品販売額 
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（4）具体的な目標値の考え方 

1）「街なかの賑わい創出」の数値目標 

中央商店街の歩行者通行量 

中央商店街の歩行者通行量は、平日においては減少していないが、多くの人々が集い楽し

む休日においては、ここ数年減少傾向が続き（P19、20 参照）、中心市街地内の大型店の閉館、

近隣市町への大規模集客施設立地もあって、本取り組みがなければ今後も減少が続くと予想さ

れるが、「まちなか暮らし・賑わい事業所立地促進要綱」の制定による商業・サービス業の立地促

進や、道路改良（カラー舗装の改修）、イベント事業、加えて観光客を引き込む魅力ある商店街と

するなどの総合的な取り組みによって、同地での賑わいや回遊性の向上を図ることとする。 

来街者の通行量の目標値（休日）について、ＪＲ松山駅周辺整備完成目標年次である平

成 32 年の長期目標として、232 千人とし、当面、平成 26 年度においては、平成 17 年度

を上回る 195千人とする。 

なお、基本計画の終期は当初設定していた平成 25 年 3 月から平成 26 年 10 月へと変更

されたが、これに伴う推計値・事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとする。 

 

 

 

 

 

 

 現況 170.5千人－減少トレンド 7.8千人＋ 

          今回の取り組み 35.6千人≒195千人 
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中央商店街の通行量推移

資料：「中央商店街通行量調査」

H9～H19のトレンド（y＝-8,182.8x＋232,245）
162,691162,691

いよてつ髙島屋

増床オープン ラフォーレ原宿松山店内

の店舗の大幅減少シネマコンプレッ

クスの郊外移転

H26

 

現況値（平成 19年度） 

 

１７０．５千人 

（休日） 

目標値（平成 26年度） 

 

１９５千人 

（休日） 

（参考）長期目標：平成 32年 

２３２千人 

将来 
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調査地点番号

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ 　まつちか

　ファースト前

　児玉写真館前

　メガネスーパー前

　アイビル前

調査地点

　おいでんか前

　三浦屋前

　伊予銀行支店前

○数値目標の設定とその考え方 

調査地点と現況値 

賑わいのある中央商店街は、そこを核として、周辺に、商店、飲食店が集積し、それを取り巻く

様にマンション、オフィスビル、官庁街が存在しており、市民や観光客にとって、まちの楽しさを提

供する地域である。また、百貨店が両端に立地し、加えて交通結節拠点である伊予鉄道松山市

駅があることで、歩いて楽しい、回遊性のあるエリアとなっていることから、当該商店街において

通行量調査を実施してきた。これら 8調査地点は、商店街全体の賑わいや回遊性の効果を測定

するのに適した調査地点であることから、今回の事業の数値目標設定に当っても調査地点として

設定し、通行量は、当該 8調査地点の通過合計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○数値目標設定の根拠 

ａ．商業環境の変化等による減少見込み：7.8千人減少 

中央商店街の通行量は、調査を開始した平成 9 年以降、郊外では大型店の出店が進み、区

域内では大型店やシネコン等が閉鎖される等、一定の商業環境が続いている平成 19 年までの

データを採用し、トレンド（近似線）を求めることで、平成 24年度の推計値を算出する。 

なお、平成 20 年 4 月に隣接町に立地した大規模集客施設（47,000 ㎡）の影響については、

過去、隣接市町において、平成 12 年と 14 年にも合計 46,000 ㎡の大規模集客施設が立地して

いることから、その影響は H9～H19のトレンド推計による減少分に含まれると判断できる。 

また、来街者の通行理由が消費を含め多岐にわたることから、当該減少トレンドが今後、加速

するとも減速するとも言えないため、トレンド推計に線形近似を採用する。 

 

 

三越松山店

いよてつ髙島屋

①

②

③

⑥⑦
⑦

⑧ ⑤

④

調査地点
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Ｈ9～Ｈ19のトレンド：ｙ＝－8,182.8ⅹ＋232,245 

H24年度の通行量推計値：162,69１千人 

Ｈ24年での減少数：170,503－162,69１＝7,812≒7.8千人減少 

 

ｂ．各種事業による効果： 35.6千人増加 

 

主な中央商店街関連事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア．新たな商業施設等による集客効果 12.3 千人 

中心市街地活性化区域内において、商業・サービス業等事業所の立地を促進する中で、現

在、立地が予定されている「ラフォーレ原宿・松山」跡地への商業ビル（2,300 ㎡）、銀天街内空き

店舗の松山ポポロ（1,000 ㎡）への有名ファッションブランド入居により、魅力的な商業テナント面

積 3,300㎡が増えるため、その集客効果を 12.3千人見込む。 

 

  3,300㎡×0.68人/㎡（※1）×5.5回遊（※2）＝12,342≒12.3千人 

 

※1 1㎡当り来客数 

中央商店街内の商業施設へのヒアリング調査により、休日の来店者数を面積で除したところ、

約 1.2 人/㎡となり、増設については、過去の大型店の実績から、約 0.16 人/㎡となっており、新

設・増設の中間数値として、今回、0.68人/㎡を採用する。 

 

※2 平均回遊数 

中央商店街の来街者アンケート調査（平成 14 年 3 月愛媛大学との協働調査）により、来街者

  

三越松山店 

堀之内公園 

おいでんか運営事業 

銀天街内道路改良事業 

まちなか情報発信事業 

おいでんか 

ｽﾄﾘｰﾄﾋﾞｼﾞｮﾝを活用したﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ事業 

城山公園 

オータムフェスティバル 
産直生鮮市場事業 

アーケード内の空間形成計画作成 

中央商店街 

連携イベントセール 

マップ作成 

いよてつ髙島屋 

ひ
か
り
の
花
園
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド 

大街道商店街 

まちなか暮らし・にぎわい事業所立地

促進（新たな商業施設等の立地） 

ﾛｰﾌﾟｳｴｰ街 

銀天街ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞﾙＧＥＴ 

坂の上の雲ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

観光客回遊 

観光客回遊 

観
光
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都心居住者回遊 

都
心
居
住
者
回
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の歩行動線を地図上に記入し、通過した調査ポイントを集計すると下記の表のとおりで、来街者

一人当たりの平均回遊数は 5.0回であった。 

平均回遊数：2,252÷452＝4.98≒5回 

通過地点数 人数 8地点合計 

8 161 1,288 

7 34 238 

6 6 36 

5 0 0 

4 126 504 

3 22 66 

2 60 120 

1 0 0 

0 43 0 

  合計 452 2,252 平均 4.98 

 

＜回遊数のアップ＞ 

 中央商店街の魅力と回遊性向上を図るため、以下の取り組みを行う。 

○「ラフォーレ原宿・松山」跡地への商業ビル及び銀天街内松山ポポロ（空き店舗）への有

名ファッションブランド入居により、中央商店街に新たな魅力的な集客施設が生まれる。 

○まちなか暮らし・賑わい事業所立地促進事業による新たな商業施設の立地促進 

○中央商店街路面のリニューアル化とこれに伴う商店のファサード統一等アーケード内の

空間の魅力アップ 

○まちかど案内情報発信事業の強化 

○市民ニーズ別の新たなマップの作成事業 

○ストリートビジョンを活用した情報発信事業 

○複数の商店及び商店街による共同販促事業など、中央商店街の魅力と回遊性向上を図

る各種取り組みにより、平均回遊数を 5回から 1割増の 5.5回に向上させるものとする。 

 

 

イ．賑わい創出商業連携事業 2.8千人 

複数店舗による共同販促事業や「おいでんか」の拠点機能の充実、中央商店街やロープウェ

ー商店街外における産直生鮮市や定期的イベント、百貨店や商店、飲食店など中心部の総合

力を結集した「有限責任中間法人お城下松山」による持続的な共同販促イベント、アーケード内

の大空間を活かしたモーターショーなど消費者向け見本市の開催、セールを毎週末に実施する

など拡大・強化し、更に銀天街及び大街道（中央商店街）内道路のカラー舗装に伴うアーケード

空間の魅力アップなど、中心市街地における商業者が一体となって活性化に取り組むこととして

おり、これらの効果を 2.8千人見込む。 

 

   500人（※1）×5.5 回遊=2.8千人 

 



 

 68 

※1 イベント集客数 

商店街や産直市関係者、既存商業施設等へのヒアリング調査（H19年度）により、イベント集

客効果として小規模なものでも 500人～2,000人程度の来客増加。 

 

 

ウ．観光客の増加に伴う効果 2.2千人 

後述の「観光交流人口の増加」への取組により、2.2千人の増加を見込む。 

更に、「ラフォーレ原宿・松山」跡地への商業ビル建設等新たな商業等集客施設の立地や銀

天街内松山ポポロ（空き店舗）への有名ファッションブランド入居、産直生鮮市、消費者向け見本

市など上記賑わい創出商業連携事業による中央商店街の魅力アップにより、観光客の中央商

店街への来街率を高めるとともに、中心市街地内の各観光施設のチケットをセットにして料金を

割り引く「回遊割引パスポート」や路面電車・坊っちゃん列車乗車券及び商店街内店舗のクーポ

ン券をセットにして発行することで誘客を図る。加えて、街なかに設置しているタウンボードやスト

リートビジョン、携帯案内システム「おいでナビ」などによるバーゲン情報や観光客向けの物販

店・飲食店等の各種情報提供により、現行の来街率 27％を 33％（※1）に向上させることで 0.4千

人増を図り、あわせて 2.2千人の増加を見込む。 

中央商店街への来街率増加策

中心市街地区

松山城

路面電車・坊ちゃん列車

タウンボード

ＪＲ松山駅

回遊割引パス等による回遊

坂の上の雲ミュージアム

子規堂

秋山兄弟生誕地

道後温泉駅

道後温泉本館

子規記念博物館

県美術館

庚申庵

商店街クーポン券等

による誘客

坊ちゃん列車乗車券と商店街クー

ポン券のセット等による誘客

タウンボード・おいでナビ等

によるお店情報提供

　来街率27％→33％
�

回遊割引パス等による回遊

二之丸史跡庭園

回遊割引パスと坊ちゃん列車乗車券

と商店街クーポン券のセット等による

誘客

松山市駅

中央商店街
新たな商業施設

賑わい商業連携事業

 

・中心市街地の観光客増加数※2： 223千人 

・休日の観光客：            223千人÷365日×2（※3）＝1.2 千人 

・中央商店街を訪問する観光客：  1.2千人×33％（来街率）×5.5回遊＝2.2千人 

（従来の 27％分：1.8千人＋来街率アップの 6％分：0.4千人） 
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※1 来街率について 

 平成 19年実施の松山城及び道後温泉での観光アンケート調査（P33参照）によると、松山城及

び道後温泉に訪れる観光客の内、大街道及び銀天街への現状の来街率は以下の通りである。 

  松山城観光客：大街道 29.1％、銀天街 24.3％ 

  道後温泉   ：大街道 36.2％、銀天街 19.0％     

  平均     ：大街道 32.7％、銀天街 21.7％   全平均 27％ 

全平均約 27％→上記取組みにより、大街道並の 33％へアップ 

 

※2中心市街地の観光客増加数  

248千人（P81参照）×90.0％（来街率 P32参照）≒223千人 

 

※3 休日ウェイト 

 2 大観光地のうち、専ら観光客が利用する松山城の天守閣入場者数において、平日と休日の

割合は過去の実績から 1 ： 2.2程度の割合となっているため、当該数値を採用する。 

    平日 828人 ： 休日 1,887人＝1 ： 2.28≒1 ： 2.2→2倍を採用 

 

 

エ．定期券利用客をターゲットにしたＪＲ松山駅からの来街者増加 1.3千人 

 「ラフォーレ原宿・松山」跡地への商業ビル立地や銀天街内松山ポポロ（空き店舗）への有名フ

ァッションブランド入居、産直生鮮市、消費者向け見本市など賑わい創出商業連携事業による中

央商店街の魅力アップを図る中で、特に、ＪＲ松山駅を利用する通勤・通学定期客に対し、休日

にも街なかに来訪してもらうために、通勤客にはイベント情報による家族での来街促進、学生に

はフリーペーパーや「おいでナビ」等による買い物、レクリエーション、イベント情報の発信やポイ

ント還元事業により来街を促進することで、1日平均7,772人（H18年調べ）の利用客のうち、定期

券利用者約 3,600 人（内通勤約 2,100 人、通学 1,500 人）をターゲット（※1）にＪＲ松山駅からの

中央商店街への来街者増を図り、通行量の増加を 1.3千人見込む。 

 

3,600人×2/3（※2）×10％（※3）×5.5回遊＝1.3千人 

 

※1 「定期券購入者をターゲット」について 

   通勤・通学目的である定期券は休日でも利用できるため、同購入者の来街の潜在性は高い

と判断できる。 

 

※2市外からの乗降客率 

   定期券利用者 3,600 人（H18 年）のうち、市外からの乗降客を概ね 2/3（H17 国勢調査によ

る流出入人口比による）と見積もる。 

 

※3情報発信事業である「まつやまインフォメーション事業」において、イベント時のプラスポイント

には、登録者の約 15％がポイントを得るため中央商店街に来街していることから、ＪＲ利用者

を対象に普及を図ることで、10％増の来街を見込む。 



 

 70 

オ．既存来街者の回遊数向上（5回遊から 5.5回遊）による効果 17.0 千人 

前記、回遊数向上（アの※2 平均回遊数参照）への取り組みは既存来街者にも有効であること

から、既存来街者の回遊増加を 17.0千人見込む。 

 

既存来街者数：170,000 人÷5回遊＝34,000人 

 

34,000人×（5.5回遊－5回遊）＝17.0千人 

 

 

★通行量増加の合計 

ア．12.3千人＋イ．2.8 千人＋ウ．2.2千人＋エ．1.3千人＋オ．17.0千人 

＝35.6千人 

 

 

 

（参考 1）：エグザイルダンススクール開校及び国際パティシエ・ブランジェ専門学校の開校による

効果（平日と休日の合計）1.3千人 

 中央商店街内に平成 20年に開校したエグザイルダンススクール（若年者対象）の効果 

 {大人クラス 40人＋子供クラス 40人×2（生徒及び保護者）}×5.5回遊＝660人 

 

国際パティシエ・ブランジェ専門学校の開校による効果 

 1 クラス 40人×3 クラス×5.5回遊＝660人                 合計 1.3千人増加 

 

（参考２）：将来の街なか居住の増加に伴う効果 2.8千人 

JR 松山駅周辺地区における土地区画整理事業について、平成 32 年の完成時には新たな居

住者が約 1,000人増加するほか、鉄道高架にあわせ西部地区へ路面電車を延伸により、路面電

車の利用客も 500 人～1,000 人の増加が見込まれている。これに伴い、中央商店街の通行量は

2.8千人の増加が見込める。 

 

     まちなか居住者増（土地区画整理事業計画）：1,000人 

     中心市街地街外の路面電車の利用者増：500人 

 

平成 32年：（1,000＋500）×34％（※1）×5.5回遊＝2.8千人増加 

 

※1 居住者の訪問率 

平成 19年の中央商店街通行量調査時に行った、「まちなか居住者アンケート」結果から、週 1

回程度以上中央商店街へ来街する割合は合計 76.1％である。 

 また、中心市街地に居住するにあたり重視したことに中央商店街の近さをあげた人が 44.5％で

あったことから、訪問率：76.1％（週 1 回以上）×44.5％（中央商店街の近さ）＝33.9≒34％を採

用。 
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松山市中心部居住者の中央商店街への来街頻度

24.5 14.4 18.1 19.1 9.6 6.9

ほぼ毎日 週3回程度 週2回程度 週1回程度 月2回程度 月1回程度 2～3ヶ月1回

2.7

半年に1回

0.5

めったに来ない

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

19年度調査

資料：松山商工会議所「中央商店街通行量調査」（平成19年度調査）

（76.1％）
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路面電車の年間乗車人数 

中央商店街の来街者の増加、観光交流人口の増加等のための各種事業により活性化する、

中心市街地全体の賑わいを計る指標として、中心市街地を環状に走る路面電車の年間乗車人

数を指標とし、平成 26 年度の年間乗車人数を、概ね、5 年前の水準である 7,400 千人を目標と

する。 

なお、基本計画の終期は当初設定していた平成 25 年 3 月から平成 26 年 10 月へと変更

されたが、これに伴う推計値・事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとする。 

 

 

 

 

  7,287千人＋乗降客増加分 137.6千人≒7,400千人 

7,400 7,384 7,423 7,158 7,114 7,295 7,287
7,400 7,400

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H24 H26

千人

年度

路面電車の年間乗車人数

H26

 
 

○数値目標設定の考え方 

ａ．路面電車の乗車人数は、上記グラフのとおり、平成 16、17 年度には若干減少したものの、直

近の 2年は 7,300千人弱で安定しており、将来も大きな増減なく 7,300千人程度で推移するもの

と推測できるため、平成 19 年度の乗車人数を基本に、各種事業効果を推定し将来値を算定す

る。 

 

○数値目標設定の根拠 

 

ｂ．各種取組による効果：  137.6千人増加 

 

ア．中央商店街の歩行者通行量の増加による効果 128.7千人増加 

 今回の取り組みにおいて中央商店街の歩行者通行量の増加は、前述のとおり 

(35.6－7.8)（P64参照）千人÷5.5回遊＝5.1千人増加する。 

 平成 18 年の通行量調査において、中央商店街への来街手段の内、路面電車による来街は、

10.6％であることから、中央商店街の両端に位置する、市駅前と大街道の両駅を利用する乗降

現況値（平成 19年度） 

７，２８７千人 

目標値（平成 26年度） 

７，４００千人 
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客は下記の通り 128.7千人増加する。 

    5.1千人×10.6％×119日（土日祝日の日数）×2（往復）＝128.7 千人 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．観光客増加による効果  8.9千人増加 

今回の取り組みにおいて松山市の観光客数は、後述（P81）のとおり 248千人増加する。 

 

 平成 19年に調査した観光アンケートにおいては公共交通機関の利用者はロープウェイ駅舎で

は 41.6％、道後では 34.6％であったことから、公共交通機関利用者は 40％程度見込める。 

 

下記表より 路線バス＋ＪＲ＋飛行機＋フェリー、高速船＝41.6％（ロープウェイ駅舎） 

                                  ＝34.6％（道後） 
来街交通手段                                                   

No.カテゴリー名 道後 ロープウェイ駅舎 

ｎ % ｎ % 

1 マイカー 58 52.7 59 55.7 

2 観光バス 8 7.3 1 9 

3 路線バス 7 6.4 2 1.9 

 ＪＲ 6 5.5 11 10.4 

5 飛行機 12 10.9 25 23.6 

6 フェリー、高速船 13 11.8 6 5.7 

7 自転車･バイク 1 0.9 1 0.9 

8 その他 5 4.5 1 0.9 

 全体 110 100.0 106 100.0 

                       平成 19年度観光調査 

 

従って、公共交通機関を利用して中心市街地の観光地を訪れる観光客数は、下記の通り 89

千人が見込める。 

   248千人×0.90（中心市街地来街率 P32参照）×40％＝89千人 

 
来街手段

11.4%

10.6%

7.9%

26.9%

26.1%

3.8%

12.5% 0.3%

0.5%

バス

路面電車

郊外電車

自動車

自転車

バイク

徒歩

その他

無回答

n=368

「中央商店街通行量調査」（平成 18年度） 
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 さらに、当該観光客は、観光地の回遊に公共交通機関の利用が考えられ、そのうち、路面電車

利用者は下記のとおり 8.9千人と推計される。 

  

 ・路面電車１Ｄａｙチケットの販売数 

 中心市街地内に集中する観光施設を路面電車で便利に回遊していただくため、観光客を対象

とした、路面電車一日乗り放題券が発売しており、平成 19年度には約 150千枚（P54参照）が発

券されている。 

また、平成 19 年の中心市街地を公共交通機関で訪れた観光客は約 1,500 千人と推定されて

いることから（P34参照）、公共交通機関で来街する観光客の 1割は、１Ｄａｙチケットを利用してい

ると推定される。 

 

よって、路面電車を利用して観光スポットを回遊する観光客は、 

  89千人×10％＝8.9 千人 

 と推計される。 

 

 ★路面電車の年間乗車人数の増加 

   ア 128.7千人＋イ 8.9千人＝137.6千人増加 

 

 

 

○フォローアップ 

 中央商店街の通行量を目標とするため、通行量調査を活用し、8 つの調査地点での通行量を

測定し、分析・評価する。また、路面電車の年間乗車人数についても、中心市街地全体の賑わ

いを計るための目標指標として、毎年分析・評価する。この結果を松山市中心市街地活性化協

議会に報告し、協議の上、必要に応じて事業の精査・見直しを行い、目標達成に必要な措置を

講じるものとする。 
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２）「街なかの観光交流人口の増」の数値目標  

中心市街地内の観光客数 ～市有観光 5施設の入場者数～ 

 「坂の上の雲」のまちづくりを進める本市の中心市街地は、松山城と道後温泉という 2 つの観光

拠点を有する重要な地域であり、この 2つの観光拠点に加えて平成 19年 4月には坂の上の雲ミ

ュージアムがオープンした。 

また、平成 21 年から 23 年には、ＮＨＫスペシャルドラマ「坂の上の雲」が放映され、そのドラマ

効果と本市の新たな観光振興施策との相乗効果により、観光客の増加を見込むものであり、加

えてドラマ放映後の観光客の減少を最小限に抑える各種取組みにより、中心市街地に所在する

市有観光 5 施設（松山城、道後温泉本館、子規記念博物館、松山城二之丸史跡庭園、坂の上

の雲ミュージアム）の入場者目標数を平成 11 年のしまなみ海道開通時と同水準の 1,600 千人と

する。 

なお、基本計画の終期は当初設定していた平成 25 年 3 月から平成 26 年 10 月へと変更

されたが、これに伴う推計値・事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとする。 

 

 

 

 

   1,348千人＋275 千人（入場者増加数）≒1,600千人 
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0
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1,500

1,800

Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ24 Ｈ26

松山市観光施設の入込み客数

松山城天守閣

道後温泉本館

子規記念博物館

二之丸史跡庭園

坂の上の雲ミュー

ジアム

合 計

千人

資料：松山市

1,600

1,348

1,600

H26

 
○数値目標の設定とその考え方 

中心市街地は、松山城をはじめ、道後温泉本館、子規記念博物館、二之丸史跡庭園、坂の

上の雲ミュージアムなど、松山の主要な観光拠点が数多く存在しており、観光客が回遊する極め

て重要な観光地域である。従って、松山市を訪れる観光客が増加すれば、必然的に中心市街

地内を回遊する観光客は増加し、当該市有観光 5 施設への入場者増も見込まれるものであり、

当該 5施設の入場数を目標数値として設定する。 

なお、中心市街地に所在する市有観光 5施設を訪れた観光客の割合は、「松山市を訪れた観

光客が滞在中に訪問した観光スポットに関する調査」によると、次のとおりである。 

 1 松山城天守閣 33.8％ 

 2 道後温泉本館 31.4％ 

現況値（平成 19年） 

１，３４８千人 

目標値（平成 26年） 

１，６００千人 



 

 76 

 3 子規記念博物館 15.1％ 

 4 松山城二之丸史跡庭園 10.4％ 

 5 坂の上の雲ミュージアム 15.1％（オープン日が平成 19 年 4 月であることから、調査対象外

であり、文学系の市立博物館であり、同規模の展示面積を有する施設である子規記念博物館

の数値を準用した。） 

 

 

○数値目標設定の根拠 

各種事業よる効果 275千人増加 

 

市有観光５施設の名称等 平成１９年 

入場者増加数 

平成２６年 ア．観光客

増分 

イ．訪問率 

増 
計 

（１）松山城天守閣 入場者数   341千人 84千人 4千人 88千人   429千人 

（２）道後温泉本館 入浴客数  731千人 78千人 4千人 82千人  813千人 

（３）子規記念博物館 入館者数    87千人 37千人 2千人 39千人   126千人 

（４）松山城二之丸史跡庭園 入場者数    48千人 26千人 1千人 27千人   75千人 

（５）坂の上の雲ミュージアム 入館者数   141千人 37千人 2千人 39千人   180千人 

計 1,348千人 262千人 13千人 275千人 1,623千人 

 

ア． スペシャルドラマ放映と新たな観光振興施策よる効果 262千人 

 本市が舞台となる NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」は、通常の大河ドラマと異なり、全 13回

を平成 21年から平成 23年までの 3年間に分けて毎年秋から放映されるもので、大河ドラマに比

べて放映回数は少ないものの、そのテーマが長年にわたりドラマ化が熱望されていた人気小説

「坂の上の雲」であること、１回の放映時間が 90分であること、放映期間が長期にわたること、この

放映の間に関連の特別番組や再放送等が計画されていることなど、ＮＨＫが総力を挙げて取り

組むと表明していることを証するに足る要素があり、また地元松山市においては、大河ドラマ開

催地において一般的に実施される関連イベントに加えて、スペシャルドラマ「坂の上の雲」魅力

創出事業として「まつやまエポック」と題したイベントをドラマ放映の１年前からドラマ終了後の 1年

間までの期間、計 5 ヵ年にわたって実施するなど、スペシャルドラマ放映を起爆剤とした観光振
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興施策に取り組むことで、目標年次の平成 26年度までに、観光客の増加 248千人（※1）を図り、

中心市街地内の市有観光 5施設の入場者増 262千人を見込むものである。 

                             観光客増 × 訪問率（前述参照） 

（1）松山城天守閣入場者増加数        248千人×33.8％＝84 千人 

（2）道後温泉本館入浴客増加数        248千人×31.4％＝78 千人 

（3）子規記念博物館入館者増加数       248千人×15.1％＝37 千人 

（4）松山城二之丸史跡庭園入場者増加数  248千人×10.4％＝26 千人 

（5）坂の上の雲ミュージアム入館者増加数  248千人×15.1％＝37千人  

                             合計                262千人 

 

※１ スペシャルドラマ放映と新たな観光振興施策よる観光客の増加 248千人 

 ＮＨＫスペシャルドラマ「坂の上の雲」放映を起爆剤に新たな観光施策を展開することで、下記

のとおり観光客の増を見込む。 

また、ドラマ効果については、過去 15 年間放映の大河ドラマの舞台となった地域のうち、観光

客が特定自治体に集中したと思われる 4 都市を選定し、大河ドラマ放映時の増加率や放映後の

減少率等を参考に、観光客の増加を算定する。 

 

Ａ．オータムフェスティバルによる効果：100千人 

 平成 19 年からスタートした堀之内公園を主体としたオータムフェスティバルは、堀之内に所在

する他の施設との連携もあり、約 300 千人の集客（松山市民を含む。）があり、来場者調査により

概ね 1/3が観光客であった。 

平成 20 年度からは、事業予算を 2 倍にし、既存イベントの充実強化を図るとともに新たなイベ

ントを追加し、事業期間の延長や開催回数の増加を図り、さらに平成 22年以降は堀之内公園の

第１期整備の完了にあわせて本格的かつ積極的な公園活用を図ることで、平成 19 年の 300 千

人を集客した実績から倍増の約 600千人の集客を見込み、その 1/3の約 200千人（Ｈ19からの

増加は約 100千人）の観光客の増加を見込む。 

    300千人（＊1）×1/3（＊2）＝100千人の増加 

＊1 オータムフェスティバル強化による増加来場者 

＊2 観光客の割合【19.11.10 市内堀之内における「キッズふれあいランド」実施時における本市

職員による来場者抽出アンケート調査結果】 

 

Ｂ．坂の上の雲魅力創出事業（まつやまエポック）による効果：25千人 

 坂の上の雲魅力創出事業「まつやまエポック」は、スペシャルドラマ放映前の平成 20 年から放

映後の平成 24年までの 5年間の事業で、ドラマ放映を契機に市全体の機運の盛り上げ、新たに

情報を発信するなど各種事業を展開し、魅力都市を創造するもので、ドラマ放映終了後まで事

業を行い、観光客に松山を楽しんで帰っていただくことで、リピーターを増やし、ドラマ効果を維

持することも目的としている。 

 主な事業として、国際市民リレー自転車マラソンや市街劇「人力飛行機ソロモン松山篇「「坂の

上の雲」を目指して」、松山国際街フェアなど市外からの来街が見込める事業や、東京･大阪など

の都市圏で開催する小説「坂の上の雲」やスペシャルドラマにちなんだシンポジウムの開催によ
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る情報発信事業などにより、ドラマ放映の前年にスタートすることで、ドラマ効果とは別に年間約

25千人の新たな観光客の増加を図る。 

    74千人（＊1）×1/3（＊2）＝25千人  

 

＊1 まつやまエポック来場者予想数 

 ①国際市民リレー自転車マラソン（ツール・ド･マツヤマ）  22,000人 

  （出場者2,000人＋観客20,000人）観客は主会場（堀之内特設）観客席数等から算出。 

 ②千人千句千米チェーン俳句大会  12,000人 

  （出場者2,000人＋観客10,000人）観客は松山俳句甲子園開催時の観客数から算出。 

 ③「松山の味・食」料理三ツ星レシピ大賞  2,000人 

  観客2,000人  主会場(市民会館大ホール)席数から算出。 

 ④市街劇「人力飛行機ソロモン・松山篇（「坂の上の雲」を目指して）」  22,500人 

  （出場者500人＋観客22,000人）観客は「堀之内公園オータムフェスティバル」で実施した同

種のイベント観客から算出。 

 ⑤「坂の上の雲」全国創作紙芝居コンクール＆ウォーク・ウィーク  10,500人 

 （出場者500人＋観客10,000人）観客は主会場(市民会館大ホール)席数、「堀之内公園オー

タムフェスティバル」で実施した同種のイベント観客から算出。 

 ⑥松山国際街フェア（松山国際街プロジェクト）  4,800人 

 （出場者800人＋観客4,000人）観客は主会場(市民会館大ホール)席数、「堀之内公園オー

タムフェスティバル」で実施した同種のイベント観客から算出。 

 ①から⑥合計 73.8≒74千人増 

 

＊2 Aで記載した市外からの新規来場者（観光客）の割合 

Ｃ．スペシャルドラマによる効果:74千人 

 1．増加分 

今回の「スペシャルドラマ」は、発行部数 2,000 万部を超えるサラリーマンの愛読書ランキング

ナンバーワンでありながら、作者本人の遺言により、長年にわたり映像化できなかった原作につ

いて、司馬遼太郎記念財団の協力が得られたことを機に、ＮＨＫが総力を挙げて取り組むことと

発表しており、下記理由からも「大河ドラマ」に相当する効果が見込める。 

(1) 配役に名実とも日本を代表する俳優を続々と起用していること。 

(2) ロシア、中国などの海外や全国各地における大規模かつ3年間という長期的なロケやその

公開による PRが実施されること。 

(3) 平成 20年 3月 22日（総合テレビ・22:00～22:45)を皮切りとして、今後メイキング番組や関

連番組などの事前ＰＲ番組が複数回製作されること。 

(4) 公開シンポジウムなどの事前ＰＲ事業が実施されること。 

(5)通常「大河ドラマ」が放映されることとなれば、旅行者のニーズに応じる形で旅行会社により

いわゆる「ご当地ツアー」が造成されることになるが、複数の大手旅行会社に対し聞き取り調

査を行ったところ、下記の理由により、今回のスペシャルドラマも同様の扱いを行う予定であ

るとの回答を得ていること。 
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・ 放送回数の多寡にかかわらず、ドラマのゆかりの地に旅行してみたいという固定客が

相当数存在すると考えられる。 

・ ＮＨＫとしても費用対効果の追求は必然的課題であることから、2 年目以降は、前年

放送分を再放送するほか、この間に、明治や日本という国をテーマとした特別番組な

ども予定されており、前述のような様々な事前ＰＲ番組の制作なども予測される。 

・ 通常の「大河ドラマ」の固定ファンに小説「坂の上の雲」のファンが加わり、注目度も高

いと考えられる。 

 

以上のことから、大河ドラマ並みの観光需要が発生すると思われるが、放送が 3 ヵ年にわたる

ことを考慮し、今回のスペシャルドラマによる効果を 5.8％と推定する。 

                 17.4％（＊1）×1/3（＊2）＝5.8％ 

             5,074千人（＊3）×0.058＝294千人 

 

＊1 大河ドラマ放映市(類似都市)の観光客の平均増加率 

＊2 大河ドラマは 1年放映であるが、今回のスペシャルドラマ 3年放映であることを考慮し、効果

を１/３とする。 

＊3 平成 19年観光入込み客数（平成 19年松山市観光客推定表 P34参照） 

 

    大河ドラマ(類似都市)の視聴率､観光客の増加減少率 

市名 大河ドラマ名 
視聴率 

（平均） 

放映前 3年 

平均観光客数 

放映年 

観光客数 

放映後 

観光客数 
増加率 減少率 

Ａ市 功名が辻 20.9% 2,014千人 2,093千人 1,995千人 3.9％ 4.7％ 

Ｂ市 利家とまつ 22.1% 6,423千人 7,835千人 6,578千人 22.0％ 16.0％ 

Ｃ市 毛利元就 23.4% 9,287千人 10,235千人 9,364千人 10.2％ 10.2％ 

Ｄ市 将軍吉宗 26.4% 4,727千人 6,194千人 5,203千人 31.0％ 8.5％ 

合計  22.1% 22,451千人 26,357千人 23,140千人 17.4％ 12.2％ 

 

2．減少分（ドラマ放映後の落ち込み） 

 類似市によるドラマ放映以降の落ち込みは 12.2％となっているが、今回のスペシャルドラマは 3

ヵ年にわたることから、放映後の落ち込みを 4.1％と推定する。 

       12.2％×1/3（＊1）＝4.1％ 

     （5,074千人＋294千人）×0.041＝220 千人 

 

＊1 大河ドラマは 1年放映であるが、今回のスペシャルドラマ 3年放映であることを考慮し、効果

を 1/3 とする。 

 

 そして、1、2 から今回のスペシャルドラマにより平成 24 年度に松山を訪れる観光客数を、７４千

人と推定する。 
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       294千人-220千人＝74千人 

 

Ｄ．松山まつりにおける著名人の登用等による効果：11千人 

①平成 17 年夏の松山まつり（野球拳おどり）に萩本欽一氏を登用したところ 2 万人（うち観光

客 7千人）の増客効果が得られたことから、平成 22年以降の松山まつりにおいて、同氏に匹

敵する誘客効果が期待できる著名人（スペシャルドラマ出演者、松山市ゆかりの人などを予

定）を登用する。 

      20千人（＊1）×1/3（＊2）＝7千人の増加 

 

＊1 萩本欽一氏を登用した平成 17年松山まつり（野球拳おどり）観客前年比増加数 

           170千人－150千人＝20千人 

＊2 Aで記載した市外からの新規来場者（観光客）の割合 

 

②毎年春に開催の松山春まつり（大名・武者行列）においても､上記と同様に萩本欽一氏に匹

敵する誘客効果が期待できる著名人を登用する。平成 19年度「松山まつり（野球拳おどり）」

の観客数 165,000 人に対して同年度の「松山春まつり（大名・武者行列）」の観客数が

95,000人であることから、観光客増加数を 4千人見込む。 

    20千人（＊1）×（95,000／165,000）（＊3）×1/3（＊2）＝4千人の増加 

 

＊1 萩本欽一氏を登用した平成 17年松山まつり（野球拳おどり）観客前年比増加数 

＊2 Aで記載した市外からの新規来場者（観光客）の割合 

＊3 平成 19 年度「松山まつり（野球拳おどり）」の観客数 165,000 人と同年度の「松山春まつり

（大名・武者行列）」の観客数 95,000人に基づく観客数の割合 

 

     ①7千人＋②4 千人＝11千人の増加 

 

Ｅ．堀之内公園の整備による効果：38千人 

 「黒門」など一部の史跡整備や、二之丸史跡及び松山城と一体となった美観、またセントラルパ

ーク的な憩いの空間などが生まれ、堀之内の観光地としての魅力が向上することから、平成 21

年度末の堀之内公園の整備完了（第1期）により、翌平成22年度から、同様の魅力を持ち、既に

史跡整備を行った二之丸史跡庭園と同等以上の整備事業による誘客効果を予定している。 

     48,377人（＊1）－10,400人（＊2）＝38 千人  

 

＊1 平成 19年の二之丸史跡庭園の入場者数 48,377人 

＊2 平成 19年度オータムフェスティバル（来場者 300千人）による二之丸史跡庭園への入場者

数  10,400人 

        300千人×1/3（＊3）×0.104（＊4）＝10,400千人 

＊3 Aで記載した市外からの新規来場者（観光客）の割合 

＊4 松山城二之丸史跡庭園を訪れる観光客の割合（P76 ｢滞在中に訪問した観光スポット｣グ

ラフ参照） 
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★観光客の増加数（合計） 248千人 

 Ａ100千人＋Ｂ25千人＋Ｃ74千人＋Ｄ11千人＋Ｅ38千人＝248千人 

 

イ．市有 5施設の訪問増加率の増による効果 13千人 

                                 観光客増  訪問率  訪問率増分 

（1）松山城天守閣入場者増加数        248千人×33.8％×5％（※2）＝4千人 

（2）道後温泉本館入浴客増加数        248千人×31.4％×5％＝4千人 

（3）子規記念博物館入館者増加数       248千人×15.1％×5％＝2千人 

（4）松山城二之丸史跡庭園入場者増加数  248千人×10.4％×5％＝1千人 

（5）坂の上の雲ミュージアム入館者増加数  248千人×15.1％×5％＝2千人  

合計                     13千人 

 

※２ スペシャルドラマ放映を起爆剤とした各種観光振興施策のうち、下記の事業等により、中心

市街地内の回遊性の向上と市有観光 5施設の訪問率の 5％(注)アップを図るものとする。 

・道後温泉駅前街区・本館周辺ファサード景観整備事業          ・まつやまｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ            

 ・朝市等活性化事業        ・バスロケーションシステム       ・観光おもてなし対策事業 

・道後の街活性化対策事業  ・道後温泉夏まつり        ・道後温泉地区における誘客キャンペーン    

・まちなか回遊手段提供事業  ・まちなか回遊情報提供事業     ・まちなか回遊サービス提供事業 

(注)5％の根拠： 

平成 20 年夏に実施した、市有観光施設回遊割引パス（坂の上の雲ミュージアムと子規

記念博物館）実証実験により、同パスによる入り込み客数効果として、対前年同月比 3.3％

増加しており、他の市有 3施設を加えた効果としては、4.6％の増加が見込める。 

   （（33.8＋31.4＋15.1＋10.4＋15.1）÷5）（＊3）／（（15.1＋15.1）÷2）(＊4)×3.3％＝4.6％ 

(＊3)は市有 5施設の平均訪問率 （＊4）は実証実験施設の平均訪問率 

従って、上記各種施策による相乗効果として市有 5施設の訪問増加率を 5％と推計する。 

  

 

○フォローアップ 

 平成 26 年度までの放映期間中の取組による成果を踏まえ、「まつやまエポック」を楽しんでい

ただいた観光客の再来を促進するとともに、松山のいろいろな魅力の定着を図り、現在地元関

係者と実施計画を策定中である道後の街活性化対策事業、「坂の上の雲」のまちづくり事業との

連携、体験メニューの充実、市内回遊の促進、ライトアップ事業、プロスポーツとの連携、四国 88

箇所霊場巡り及び修学旅行の誘致など、松山市観光振興計画に基づく施策を早期かつ積極的

に実施することによる新たな観光施設の整備や観光地としてのまちづくりに取り組む。さらに坂の

上の雲ミュージアムや子規記念博物館における展示、既存イベントの充実強化など、総合的な

観光振興に取り組む。 

5 主要施設については、さらなる魅力向上に積極的に取り組むとともに、毎年、松山市が行っ

ている観光統計により各施設への観光客を推計し、施策の効果を測定し、分析・評価する。この

結果を松山市中心市街地活性化協議会に報告し、協議の上、必要に応じて事業の精査・見直

しを行い、目標達成に必要な措置を講じるものとする。 
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３）「街なかの商業活性化」の数値目標 

小売年間商品販売額 

中心市街地の年間商品販売額は、平成 9年をピークに減少し平成 16年ではその約 82％、金

額で約 600億円の減少となっている。また、近隣市町への大規模集客施設立地もあって、本取り

組みがなければ今後も減少が続くと予想されるが、今後の観光交流人口の増加による中心市街

地での消費の拡大や、新たな商業施設の整備や中央商店街等における販売促進の取り組みに

より、年間商品販売額について、平成 19年の推定値を若干上回る年間 264,000百万円を目標と

する。 

なお、基本計画の終期は当初設定していた平成 25 年 3 月から平成 26 年 10 月へと変更

されたが、これに伴う推計値・事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとする。 

 

 

 

 

 

 

現況：263,982百万円-減少トレンド：6,588百万円＋今回の取り組み：6,741百万円 

≒264,000百万円 

286,109 

320,590 

316,047 

331,284 

283,457 
271,516 

263,982 

257,394 257,394 

264,000 264,000 

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

S63 H3 H6 H9 H14 H16 H19 H24 H26

百万円 小売年間商品販売額の目標

ﾊﾟﾙﾃｨﾌｼﾞ見奈良

H12年16,000㎡

ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ重信

H14年30,000㎡

エミフル松前

H20年47,000㎡

H26

 

○数値目標の設定とその考え方 

○数値目標設定の根拠 

ａ．商業環境の変化等による減少見込み：6,588百万円減少 

 直近である平成 14年から平成 16年までの実績値によるトレンドにより、商業環境の変化による

減少見込みを推定する。 

   平成 19年：-10,869LN（X)+283,457＝263,982百万円 

平成 24年：-10,869LN（X)+283,457＝257,394 百万円 

   平成 24年での減少額：257,394-263,982＝6,588百万円減少 

 なお、平成 20 年度に隣接町に立地した大規模集客施設の影響については、過去においても

郊外大規模集客施設の影響が含まれていること、加えて、既存郊外店舗間の競争の激化が想

定されることなどから、トレンド推計による減少を見込むものとする。 

現況推定値（平成 19年度） 

 

２６３，９８２百万円 

目標値（平成 26年度） 

 

２６４，０００百万円 
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また、平成 18年の都市計画法等の改正及び本市の準工業地域への大規模集客施設立地規

制により、今後、本市商圏内における大規模商業開発圧力が弱まるものと思われ、競合による販

売額の減少は徐々に減速される傾向が考えられるため、トレンド推計に対数近似を採用する。 

 

 

ｂ．各種事業による効果： 6,741百万円増加 

 

ア．新たな商業施設等の集客施設整備による効果 5,406百万円 

 中心市街地活性化区域内において、現在、立地が予定されている「ラフォーレ原宿・松山」跡

地の商業ビル（2,300 ㎡）、銀天街内空き店舗の松山ポポロ（1,000 ㎡）への有名ファッションブラ

ンド入居、フジグラン松山の商業床の増床（2,000㎡）により、魅力的な商業テナント面積5,300㎡

増やすことにより、その効果を 5,406百万円見込む。 

              5,300㎡×1.02百万円/㎡＝5,406百万円 

なお、中心市街地の売り場面積１㎡当たり小売業年間販売額（※1）から算出する。 

 

※1 中心市街地内の大規模小売店舗における売り場面積１㎡当たり小売年間販売額 

        115,595百万円（年間販売額）÷113,548㎡（売場面積） 

                                  ＝1.02百万円/㎡ 

「平成 16年商業統計調査から」 

 

イ. 賑わい創出商業連携事業による効果 13百万円 

複数店舗による共同販促事業や「おいでんか」の拠点機能の充実、中央商店街やロープウェ

ー商店街にて開催している産直生鮮市や「お城下松山」による持続的な共同イベントなどによ

り、1回あたりの事業につき500人の来街者増を見込むことに伴う効果として、13百万円の増加を

見込む。 

 

   500人（※1）×52(週休日の日数）×1/4(開催割合)×2千円/人（※2）=13百万円 

    

※1 イベント集客数 

商店街や産直市関係者、既存商業施設等へのヒアリング調査（H19年度）により、イベント集

客効果として小規模なものでも 500人～2,000人程度の来客増加。 

※2 一人当たり消費額 

商店街内店舗でのヒアリング調査（H19 年度）に基づき、買い物をしない来店者も含んだ一

人当たりの消費額を 2千円と見込む 

 

ウ．観光客の増加に伴う効果 1,265百万円 

 前述（P81）の観光交流人口増加目標値 248 千人による効果として、1,265 百万円の増加を見

込む。 

 なお、一人当たりのお土産代としては、5,970 円（P３2参照）により算出する。 

223千人（P69中心市街地観光客増加数参照）×95％（※1）×5,970円＝1,265百万円 
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※1中心市街地内での消費率 

市内土産物店舗の売り場面積を平成 16 年商業統計調査と実地調査により推計し、その面

積比を消費率とする。 

10,500㎡（中心市街地内）÷11,000㎡（市全体）≒95％ 

                   

エ．回遊率増加策によるＪＲ松山駅からの来街者増による効果 57百万円 

 前述の中央商店街の歩行者通行量目標の、エ．回遊率増加策によるＪＲ松山駅からの来街者

増加（P69 参照）の取組により、定期券利用者 3,600 人（H18 年）をターゲットにＪＲ松山駅からの

中央商店街等への来街者増を図り、57百万円の増加を見込む。 

 

240人（※1）×119日(土日祝日の日数）×2,000円（※2）＝57百万円 

 

※1 ＪＲ松山駅からの来街者数 

3,600人×2/3（市外からの乗降客率）×10％（来街目標率）（Ｐ69、70を参照） 

※2一人当たり消費額 

前述のイの※2 と同じ。 

 

★小売年間商品販売額増の合計 

ア．5,406百万円+イ．13百万円+ウ．1,265百万円＋エ．57百万 

=6,741百万円 

 

（参考）将来の街なか居住の増加に伴う効果 1,000百万円 

新たなまちづくりをスタートさせる JR松山駅周辺地区において、平成 32 年の完成時には新た

な居住者が、土地区画整理事業や駅前開発によって、約 1,000 人増加することが見込まれ、中

心市街地の小売商業販売額、約 1,000百万円増の効果を図る。 

 

1,000人×1.076百万円/人（※1）＝1,076百万円≒約 1,000百万円の増加 

 

 ※1 H16年小売年間商業販売額｛563,317（全体）－48,231（家具、家電）｝百万円 

÷調査対象人口 478,707人＝1.076百万円/人 

 

 

○フォローアップ 

 中心市街地の年間商品販売額を目標とするため、平成 23年に予定されている経済センサスを

活用し、分析・評価する。この結果を松山市中心市街地活性化協議会に報告し、協議の上、必

要に応じて事業の精査・見直しを行い、目標達成に必要な措置を講じるものとする。 

 

 



 

 85 

4．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の

整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［1］市街地の整備改善の必要性  

現状分析 
・ 本市の中心市街地の内、松山城を中心とした地域は、城下町として発展し、戦後は戦災

復興土地区画整理事業により、道路基盤は他地域と比較しても整備が進んでいるが、都
市基盤施設の老朽化への対応と耐震化や交通結節点や都市福利施設等との施設連携・
回遊性の向上のための整備を引き続き行っていく必要がある。 

 
・ 市民のセントラルパーク的な城山公園では、公園内施設の移転及びそれに伴う第 1 期整

備が進行中であるが、まちなか居住アンケートでも、中心部の緑、公園の少なさは指摘さ
れており、まちなか居住者に憩いと潤いの空間を提供するとともに、観光地松山城の新た
な魅力として、松山城天守、二之丸史跡庭園と連携する三之丸としての公園整備が求め
られている。あわせて、その広大なスペースの有効活用したまちの賑わい創出が必要であ
る。 

 
・ 平成 19 年 4 月にオープンした坂の上の雲ミュージアム、松山城への登山口にあり地域交

流施設を兼ねるロープウェイ駅舎、観光回遊性の向上を図るための道路整備と、松山城
へのエントランスであるロープウェー通りに代表される地域住民と行政が一体となった取り
組みによる街並み及び道路景観整備、まちの魅力・観光情報を発信する、まちかど案内
情報システム整備を行ってきており、引き続き、観光施設の魅力の向上、観光回遊性の向
上、景観の向上を図り既存施設を有効に活用していく必要がある。 

 
・ 本市は温暖で雨が少なく、中心部は平坦な地形であることから、通勤・通学・買い物等の

移動手段として、幅広い年齢層に自転車が利用されている中、放置自転車による道路の
通行障害が発生しており、放置自転車の解消を図ることが大きな課題である。 

 
・ 道後地区では、土地区画整理事業を行っていないこともあり、狭隘な道路が多く、また、ゆ

ったり安心して散策できる空間や回遊ルートが不足していることから、道後温泉本館周辺
整備計画を策定し、回遊空間整備、景観整備を進めている。その中で、道後温泉本館前
の歩行者優先空間整備では、自動車交通を排除し広場化することで、観光客や市民が本
館の雰囲気を楽しめるようになり好評を得ている。引き続き、道後温泉駅周辺を整備して、
駅、坊っちゃん列車、からくり時計等の駅前の観光施設を車を気にしないで楽しめる空間
とするとともに、車で来街する日帰り観光客や市民のため、不足している駐車場を整備し、
駅前の観光施設を車を気にせずに楽しめる空間とすることで、市民も暮らしやすく、歩い
て楽しい観光地としていくことが求められている。 

 
・ 番町地区は商業・業務機能が集中しており、一定の賑わいがあることから駐車場の需要が

あり、100 円パーキング等の低未利用地が増加傾向にあり土地の有効利用を阻害してい
る。戦後の土地区画整理事業により、街区は整形であるものの、細分化された敷地は建築
基準の関係からも、商業地区として高密度な活用ができていない。加えて、これらの建築
物は老朽化が進んでおり、防災面も含め消費者ニーズに対応できる、まちの更新が課題
となっている。 

 
・ JR 松山駅は広域交通拠点であり、中心市街地の陸の玄関口である。また、将来に向けた

新たな賑わいを創出する取り組みをスタートさせ、鉄道高架にあわせ中心部から路面電車
を延伸させる JR松山駅周辺地区は、継続してまちづくりを進めて行く必要がある。 
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市街地の整備改善の必要性 
 これらの現状を踏まえ、市街地の整備改善を図ることで、中央商店街及び周辺地域の賑わい
の創出、観光交流人口の増加、商業の振興に寄与し、中心市街地の活性化を図るために必要
な事業として、以下の事業を基本計画に位置づける。 
 
 
＜フォローアップ＞ 
 基本計画に位置づけられた事業については、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と
十分協議した上で進捗管理を行うとともに、位置づけられた事業の中心市街地活性化に対する
効果を検討し、必要に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［2］具体的事業の内容 

（1） 法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

（2） ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

1.城山公

園 整 備

（ 史跡公

園 と し て

段 階 整

備） 

（第 1期） 

平成 16年

度～21 年

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山市 ①現況 

市街地の中心部に、史跡松山城を含む

約 60haが都市公園として位置づけられ、こ

れまで、当該地では、野球場、競輪場、が

んセンターの移転が終了している。 

②目的 

市民のセントラルパーク的な存在として、

同地の暫定整備を進め、都市防災機能の

向上を果たすとともに、市民や観光客の憩

いと集いの場とする。 

③事業内容 

第 1 期整備では、市民や観光客が集

い、憩える広場を整備し、第 2 期整備で

は、御殿跡等の史跡内遺構の調査及び整

備計画を策定のうえ、保存整備工事を行

う。なお、第 2 期整備は、平成 22 年度から

実施予定。 

 この事業によって、新たな憩いと潤いの

場が創出することで居住者の増が見込める

とともに、オータムフェスティバル等イベント

広場として有効活用することで、賑わいが

創出され、その波及効果として近隣の中央

商店街等において、来街者の確保が図れ

る。加えて、三之丸の史跡整備により松山

城、二之丸史跡庭園とともに観光客の増加

が見込めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり交

付金 

平成 16 年

度～ 20 年

度 
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2.「坂の上

の 雲 」 記

念館 （ 仮

称）建設 

平成 16年

度～20 年

度 

松山市 「坂の上の雲」を軸とした 21 世紀のまち

づくりの核施設として、平成 19 年 4 月に坂

の上の雲ミュージアムがオープンした。 

今後、建物建設の内装工事を行うこと

で、物語性豊かな新しい松山の魅力を創

造・発信を図るものである。 

この事業によって、小説「坂の上の雲」の

内容を発信し、より多くの人々に関心を持

っていただき、スペシャルドラマ「坂の上の

雲」放映（平成 21 年から 23 年）と合わせ、

観光客および来街者を増やすものである。 

 

まちづくり交

付金 

平成 16 年

度～ 20 年

度 

 

3.市道千

舟町高岡

線軌道敷

整備 

平成 20年

度 

松山市 

 

 中心市街地における、電車、バス、路面

電車の交通結節点である伊予鉄道松山市

駅と城山公園を結ぶ道路において、路面

電車の軌道敷と交差する部分のバリアフリ

ー化を図る 

この事業によって、来街するすべての人

にやさしく、快適な道路空間とすることで、

来街頻度の増加を図るものである。 

まちづくり交

付金 

平成 20 年

度 

 

4.道後温

泉駅前街

区 ・ 本館

周辺ファ

サード景

観整備事

業 

平成 18年

度～20 年

度 

 

松山市、

地元地権

者 

道後温泉周辺、伊予鉄道道後温泉駅周

辺と両地区を結ぶ県道沿い住民による主

体的な参画により、まちづくり協定を定め、

通りに面する建物のファサード（外壁の色

彩、屋外広告物、門、塀、植栽等）の景観

整備を行うことで、住むものが心地よく、ま

た観光客等来街者に魅力を感じられる道

後を目指す。 

この事業によって、生活環境の向上によ

り住みやすいまちとするとともに、憩いの場

を創出し、回遊性の向上を図ることにより、

観光客等来街者の増加を図るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり交

付金 

平成 18 年

度～ 20 年

度 

 

坂の上の雲ミュージアム 

道後ファサード整備 
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5.道路景

観整備 

（道後 39

号線、道

後 45 号

線、道後

41号線） 

平成 20年

度 

松山市 観光地である道後地区は、一部、狭隘な

道路が存在し、歩行者や自動車の通行に

支障をきたしている。 

そこで、道後温泉から 51 番札所石手寺

へと抜ける道後 39 号線の整備や、道後温

泉本館から一遍上人の生誕地である宝厳

寺までのネオン坂などに、照明施設や路肩

の小舗石による舗装整備を行うとともに、県

道から秋山好古の墓地及び鷺谷駐車場へ

のアクセス道路の整備を行い、道後地区の

新たな回遊ルート形成を図る。 

この事業により、市民の住みやすさ、観

光客の回遊性の向上を図り、移動しやすい

街づくりを行うものである。 

まちづくり交

付金 

平成 20 年

度 

 

6.鷺谷駐

車場整備
事業 
平成 19年
度～20 年
度 

松山市  道後地区での観光客向け駐車場が慢性

的に不足しているため、市有地を時間貸し
駐車場として整備する。 

この事業により、車で道後を訪れる市民

及び観光客の利便性を向上させ、訪れや

すいまちとするものである。 

まちづくり交

付金 
平成 19 年
度～ 20 年
度 

 

7. 道後温
泉地区都
市再生整
備計画事
業 
平 成 25 
年度～ 

松山市 道後温泉本館は、重要文化財に指定され
た道後温泉のシンボルで、年間約 80 万人
の入浴客を誇る観光施設でもあるが、老朽
化等が指摘され、近い将来の大規模保存
修理工事が必須とされている。 

10 年を超える大規模保存工事の期間
中には観光客の減少が懸念されるため、

都市再生整備計画事業を活用して、本館
に近接する”道後温泉 椿の湯”を代替施
設として建替えるとともに、周辺の街並み景
観の改善等に総合的に取組み、交流人口

の底上げを図る。 

社会資本整
備総合交付
金 
（都市再生
整備計画事
業 (地方都
市リノベー

ション推進
施設：商業
施設)）平成
25 年度～ 
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（2） ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

8-①.松山

駅周辺土

地区画整

理事業 

約 16.7ha 

施行期間

平成 20年

度～37 年

度 （ 清算

期間 4 年

含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-②.松山

駅前再開

発の促進 

平成 20年

度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山市 ①現状  

JR 松山駅周辺地区は、南北に縦

断するＪＲ予讃線により、東西に分断さ

れ、東側については、商業・業務施設

が集積し、西側については、都市基盤

が未整備な、無秩序な市街地が広が

っている。 

②目的  

土地区画整理事業とＪＲ松山駅付

近連続立体交差事業により、都市基

盤施設を整備するものである。  

③事業  

 バス・タクシー・自家用車をより安全

で快適に利用できるように、東口駅前

広場を拡張し整備するとともに、西口

駅前広場を新設する。 

 また、環境にやさしい路面電車を東

口駅前広場に引き込み、新たに電停

をＪＲ駅付近に設置する。加えて鉄道

の高架化に伴い、西部環状線まで約

700ｍ延伸する。 

④松山駅前再開発の促進 

 JR松山駅周辺まちづくりビジョン（平成 14

年）で位置づけられた、松山駅前地区（大

手町通り）の再開発については、まちづくり

初動期支援等により、意識啓発、勉強会等

を実施し、事業実現を目指す。 

 

この事業により、駅西地区商業系の

土地利用、交通結節機能の強化、東

西交通の利便性の向上、再開発によ

り、まちの賑わいを創出するとともに、

魅力ある都心居住環境の創出を図る

ことで、将来の交流・居住人口の増加

を見込むものである。 

社会資本整

備総合交付

金 

（都市再生

区画整理事

業） 

（道路事業

（街路）） 

 

補助期間 

平成 20 年

度～ 32 年

度 

平成 19年

度都市計

画決定 

 

 

 

 

現況
面 積 １5，５００㎡
都市計画決定（１３５００㎡）

現況 駅前広場

現況
面 積 １5，５００㎡
都市計画決定（１３５００㎡）

現況 駅前広場

現在の電停 

 

東口広場
面積 約１５，５００㎡

西口広場
面積約３，４００㎡

駅前広場計画（案）

東口広場
面積 約１５，５００㎡

西口広場
面積約３，４００㎡

駅前広場計画（案）

新たな電停 旧電停 路面電車延伸 
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9.JR 松山

駅付近連

続立体交

差事業 

約 2.4km 

施行期間  

平成 20年

度～32 年

度 

 

愛媛県 ①現状  

前項、参照。 

②目的  

土地区画整理事業とＪＲ松山駅付

近連続立体交差事業を一体的に行

い、都市基盤施設を整備するものであ

る。 

③事業  

鉄道と交差する道路では踏切遮断

による交通渋滞が日常的に発生する

など、地域住民の生活に支障をきたし

ているため、連続立体交差事業により

8 箇所の踏切を除却する。 

 

この事業により、交通結節機能の強

化、東西交通の利便性の向上により

まちの賑わいを創出するとともに、魅力

ある都心居住環境の創出を図ること

で、将来の交流・居住人口の増加を

見込むものである。 

社会資本整

備総合交付

金（道路事

業(街路)） 

 

補助期間 

平成 20 年

度～ 32 年

度 

 

平成 16年

度新規着

工準備箇

所採択 

 

平成 19年

度都市計

画決定 

 

平成 20年

度都市計

画事業認

可 

10.県道六

軒家石手

線自歩道

整備及び

電線類地

中化事業 

平成 16年

度～ 

愛媛県 道後温泉街の幹線道路である県道六軒

家石手線において、自転車歩行者道の整

備及び電線類の地中化を図るものである。 

本事業により、歩行者等が安全、快適に

回遊できる通行空間が創出されることから、

観光客等入込客の増加に資することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会資本整

備総合交付

金（道路事

業） 

平成 16 年

度～ 
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11.伊予鉄

道道後温

泉駅周辺

みち再生

事業 

平成 19年

度～21 年

度 

 

 

 

松山市 道後の玄関口である道後温泉駅周辺に

おいては、駅利用者、観光客、タクシー、

車が輻輳し、その猥雑性が問題視されてい

る。 

そこで、歩道の新設及び拡幅による歩行

者空間の充実、車線の減少及び一方通行

化を行うことにより、歩行者環境や道路景

観の向上を図るものである。 

この事業により、観光スポットである、から

くり時計のある放生園、坊っちゃん列車、明

治の雰囲気を残す道後温泉駅周辺におい

て、歩行者、自動車交通が整除され、生活

者の利便性の向上、観光客の滞留空間が

創出でき、賑わい空間が創出されるもので

ある。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 事 業

（交通安全

施設等整備

事 業 費 補

助） 

平成 19 年

度～ 20 年

度 

 

地域活力基

盤創造交付

金（道路事

業） 

平成 21 年

度 

 

12.東雲公

園ﾘﾆｭｰｱ

ﾙ事業 

平成 20年

度 

 

松山市 形状に江戸時代の松山城外堀の名残を

もつ東雲公園は、松山城の北東に位置し、

街区公園として開設され、保育園等も隣接

していることから、幅広い年齢層に親しまれ

ている。しかしながら、開設後年数が経過

し、老朽化が著しい施設の更新や植生の

更新等リニューアル工事を行い、都市緑化

の推進、防災機能、利便性の向上を図る。 

この事業により、市民の憩いと潤いの空

間を創出することで、居住人口の増加を

見込むものである。 

都市公園事

業（都市公

園等統合補

助） 

平成 20 年

度 

 

道後地区の再生に向けて道後地区の再生に向けて ～広場の中の～広場の中の『『道後温泉道後温泉』』～～

道後温泉駅

道後温泉本館

放生園

道後商店街

～道後温泉駅とプロムナードネットワーク～～道後温泉駅とプロムナードネットワーク～

①道後温泉本館周辺を歩道化するだけで
なく、広場の中に道後温泉を配置する

②道後温泉までの街路整備は、カラー舗
装にとどまらず、道後温泉へのアプローチ
を景観演出

③道後温泉駅前はエントランス部分して
景観演出し、松山の象徴的顔づくりを行う

広場の中の道後温泉広場の中の道後温泉

象徴的顔づくり象徴的顔づくり

ダブル
プロムナード

 道後温泉駅前整備 



 

 93 

13.下水道

地震対策

緊急整備

事業 

平成 20年

度～24 年

度 

 

 

松山市 市内中心部の合流式管渠やその周辺の

初期に整備した分流式管渠においては耐

震化されていないため、地震時における最

低限有すべき機能の確保を目的に、汚水

幹線・枝線の耐震補強、液状化地盤の人

孔浮上対策、マンホールトイレの設置を行

う。 

この事業により、災害に強い中心市街地

となり、来街者が安心して訪れることので

き、まちの賑わいにも寄与するものである。 

 

社会資本整

備総合交付

金（下水道

事業） 

平成 20 年

度～ 24 年

度 

 

14.大街道

二丁目東

地区 

優良建築

物等整備

事業 

（ラフォー

レ原宿・松

山跡地商

業等複合

ビル建設） 

平成21年

度～26年

度 

森ビル㈱  本市が再開発事業の計画的な推進を図

るために策定している「松山市市街地再開

発事業基本構想」の要整備地区の 10箇所

の中に位置づけている。 

本地区では、平成20年 1月にラフォーレ

原宿・松山が老朽化に伴い閉館している

が、商店街の通行客の減少や売上げ低下

の歯止め策として、早期実施を図る必要が

高い事業である。 

 

社会資本整

備総合交付

金（優良建

築物等整備

事業） 

 

平成 21 年

度 ～ 平 成

26年度 

 

15.二番町

三丁目南

地区 

優良建築

物等整備

事業 

平成22年

度～24年

度 

二番町三

丁目南地

区整備組

合 

 本市が再開発事業の計画的な推進を図

るために策定している「松山市市街地再開

発事業基本構想」の要整備地区の 10箇所

の中に位置づけている。 

本事業は、事務所や店舗と併設した大

街道商店街のアクセス拠点としての駐車場

整備を行なうもので、商店街の通行客の減

少や売上げ低下の歯止め策として、早期

実施を図る必要が高い事業である。 

 ・面積： 約 0.18ha 

 ・整備内容： 

延べ面積 約 6,600㎡ 

   主用途（銀行・駐車場等） 

 

社会資本整

備総合交付

金（優良建

築物等整備

事業） 

 

平成 22 年

度～ 24 年

度 

 



 

 94 

16.千舟町

四丁目北

地区 

優良建築

物等整備

事業 

平成23年

度～24年

度 

春陽マ リ

ン㈱ 

 

中心市街地活性化に向けた企業誘致の

受け皿施設として、また、都心居住による

賑わい再生に寄与する施設として、店舗、

事務所、賃貸住宅、駐車場等の整備を行う

もので、早期実施を図る必要が高い事業で

ある。 

・面積: 約 0.18ha 
・整備内容: 

延べ面積 約 11,400㎡ 

・主用途 
店舗、テナント(オフィス)、賃貸住宅、駐車

場等 

社会資本整

備総合交付

金（優良建

築物等整備

事業） 

 

平成 23 年

度～ 24 年

度 

 

17.二番町

三丁目南

第一地区 

優良建築

物等整備

事業 

平成25年

度～26年

度 

（有）ゴン

ドラ 

本市中心地区にある大街道商店街の周

辺地区で商業ビルを建築するとともに、地

区全体の環境改善と安全かつ快適な歩行

者空間の確保を図ることで、賑わい再生や

雇用創出等、中心市街地の活性化を行うも

ので、早期実施を図る必要性の高い事業

である。 

・面積: 約 0.1ha 

・整備内容: 店舗(物販、飲食等) 

社会資本整

備総合交付

金（優良建

築物等整備

事業） 

 

平成 25 年

度～ 26 年

度 

 

18.花園町

線整備事

業 

平成24年

度～ 

松山市 本路線は、市内公共交通機関の拠点で

ある伊予鉄道松山市駅と市民や観光客が

自由に集い憩える緑豊かな城山公園とを

結ぶ路線で、沿線には様々な商業施設な

どが立地しているが、慢性的な放置自転車

によって、歩行者や自転車の通行に支障

をきたしている。 

そこで、電線類の無電柱化事業に合わ

せて、道路空間の再配分および道路景観

整備をおこなうものである。 

この事業により、本市防災計画の一次避

難地である城山公園へ、円滑かつ迅速に

避難できる経路を確保するとともに、歩行

者や自転車にやさしい道路空間を形成し、

都市景観及びまちの賑わい創出を図るも

のである。 

社会資本整

備総合交付

金（道路事

業（街路）） 

平成 24 年

度～ 
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19.二番町

線整備事

業 

平成22年

度～ 

 

松山市  中心市街地を東西に走る「市道二番町

線」は、慢性的な路上駐車や放置自転車

によって、歩行者や自転車の通行に支障

をきたしている。 

 そこで、本市が進める「歩いて暮らせるま

ちづくり」の実現に向け、電線類の無電柱

化事業にあわせて、道路空間の再配分お

よび道路景観整備を行うものである。 

 この事業により、歩行者や自転車にやさ

しい道路空間を形成するとともに、荷捌き

車両、客待ちタクシーの道路利用に関する

ルールを定め、自動車交通の円滑化を図

るものである。 

社会資本整

備総合交付

金（道路事

業（街路）） 

平成 22 年

度～ 

 

20.中央循

環線整備

事業 

平成22年

度～ 

松山市 国道１９６号と道後地区を連絡する「市道

中央循環線」は、本市を代表する道路であ

り、防災計画の主要避難路にも指定されて

いる。 

そこで、電線類の無電柱化事業にあわせ

て、歩道のバリアフリー化や安全・快適な自

転車走行空間の整備を行うものである。 

この事業により、無電柱化区間の連続性が

確保され、災害に強いまちの形成、情報通

信ネットワークの信頼性向上、快適な都市

景観の創出を図るものである。 

 

社会資本整

備総合交付

金（道路事

業（街路）） 

平成 22 年

度～ 
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（3） 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実 施 主

体 

目標達成のための位置付け及び必要性 国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

21.石垣等

保存修理 

平成 19年

度～20 年

度 

松山市 ① 現況 

史跡松山城跡の石垣は、加藤嘉明が築

いたものが大半を占め、屏風折石垣や登り

石垣が見せる軍事目的を超えた芸術性

は、松山城の魅力の一つとなっている。 

これら、様々な表情をもつ石垣は、園内

の木根や地震の影響によって、一部損傷

を受けたり、変形をおこしたりしている。  

② 目的 

史跡の維持保全を通して、松山の歴史

を発信するとともに、松山城の魅力を高め

た、市民や観光客の憩いと集いの場の提

供によって、回遊性、満足度の向上を図

る。 

③ 事業内容 

史跡の保全・修復の一環として継続的に

取組む事業の中で、城山公園の第 1期整

備にあわせて、黒門跡石垣の修復を行う。 

三之丸から二之丸、本丸へつづく登城

入り口となる黒門跡石垣の修復は、第 1期

整備と同時期に行うことで、園内の回遊動

線が整理され、各施設への来場者数、観

光滞在者数の増加が見込まれる。 

 

国宝重要文

化財等保存

整備費 

平成 19 年

度～ 20 年

度 
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（4） 国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実 施 主

体 

目標達成のための位置付け及び必要性 国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

22.千舟町

古川線右

折レーン

新設事業 

平成 21年

度 

 

松山市 平成 20年度から現敷地において建替え

が行われる愛媛県立中央病院（P102 参

照）前の道路は片側 1車線で右折レーンが

無く、渋滞を引き起こす要因となっているた

め、早急な改善が求められている。 

この事業により、病院前の道路の渋滞緩

和を図ることにより、周辺地域が住みやす

い生活環境となり、あわせて、病院利用者

の利便性の向上を図るものである。 

  

23.松山市

自転車等

駐車対策

協議会で

の条例検

討 

平成 20年

度～ 

松山市 

 

中心部における放置自転車対策の強化

を目指し、現在、駐輪場の附置義務の規

制対象となっていない事務所ビルを附置

義務対象施設に追加することや、放置禁

止区域以外での放置自転車の警告から撤

去までの時間短縮など、現行の「松山市自

転車等の駐車対策に関する条例」の見直

し検討を総合的に行い、条例改正を行う。 

 この事業により、民間による駐輪場整備を

促進し、中心市街地内の放置自転車を減

少させ、快適な歩行空間による回遊性と道

路景観の向上により、暮らしやすい生活空

間となるものである。 

  

24.自転車

の路上駐

輪施設の

整備 

平成 19年

度～ 

 

 

 

 

 

 

 

松山市 道路法改正により、道路空間を占用して

自転車駐輪場が整備可能になったことか

ら、伊予鉄道古町駅（郊外電車、路面電車

の結節点で駅のバリアフリー工事は終了）

の駅前において、駐輪場スペースを整備し

た。引き続き、銀天街の南に位置し、銀天

街への自転車来街者の駐輪場として有効

な中之川通り線において、路上駐輪場に

ついて関係機関と協議し整備に取り組む。 

この事業により、生活道路から放置自転

車をなくし住みやすいまちにするとともに、

利便性の向上により、来街者の増加に貢

献するものである。 
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25.新たな

まちづくり

に 向 け

た、まちづ

くり初動期

支援事業 

平成 19年

度～ 

松山市 

中 心 市

街 地 活

性 化 協

議会 

関 係 権

利者 

①現況 

旧基本計画において、再開発等まちづく

り事業計画が計画されていたものの、いず

れも未実施で、優良建築物等整備事業で

いよてつ髙島屋の増床が行われたのみで

ある。中央商店街においては、耐震基準に

満たない老朽化した低層建物が多く、商業

空間として魅力が疎外されつつある。 

②目的 

土地の高度利用を図るため建物の高度

化や良好な商業空間づくりのため、再開発

や協調建て替え等民間が行う「まち更新」

に向けた様々な活動に対し、支援を行う。 

③事業内容 

中心市街地活性化協議会において、低

未利用地調査や適地調査、地権者アンケ

ート、地区更新モデル調査等を実施し、住

民への説明会やシンポジウム等の開催に

より、まちづくりへの啓発を行う。 

また、旧中心市街地活性化基本計画に

位置づけられている地域等においては、講

師派遣等のまちづくり勉強会の支援を行

う。 

更に、市民に対しては、まちなか居住の

魅力をフォーラム等の開催により広く情報

発信し居住促進を図る。 

 

この事業により、中心市街地における権

利者との協働により、将来に向けた、まちの

更新、再開発、まちなか居住につなげてい

くものである。 
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26.まつや

まインフォ

メーション

（まちかど

案内情報

発 信 事

業） 

平成 16年

度～ 

松山市 ① 現状 

回遊情報発信事業として、現在中心市街

地を中心に 13台設置（内中心市街地内 11

台）された、まちかど案内情報発信施設「タ

ウンボード」において映像ディスプレイやタ

ッチパネル、ポスター、チラシ、携帯電話

QRコードにより、観光客・市民に対し観光・

生活等に係る情報を発信し、賑わいや回

遊性の向上を図っている。 

また、携帯電話用 WEB サイトとして「ハイ

クナビ」も整備され、携帯電話からの情報も

入手できるようになっている。 

② 機能強化 

今後、より一層の情報発信機能を強化す

るため、各種コンテンツ及び情報発信端末

手段の充実や監視カメラ、ソーラーパネル

の追加を検討するなど、公共空間端末及

び携帯電話等により松山の各種情報を提

供する。 

③ 連携事業「おいでナビ」（P114参照） 

近年増え続ける携帯電話を活用し、中央

商店街が実施している情報発信事業。 

 

この事業により、まちの魅力を発信し、市

民、観光客が簡単にまち情報、観光情報を

入手していただくことが、回遊性、利便性の

向上につながり、観光客や来街者を増や

すものである。 
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5．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［1］都市福利施設の整備の必要性  

現状分析 
・ 官公庁については、県庁、市役所、商工会議所、地方・家庭裁判所、検察庁、県警察本部

など、松山市及び愛媛県を統括する官公庁が立地している。また、隣接地を合わせると、教
育施設については、小学校 5 ヵ所、中学校 3 ヵ所、高校 6 ヵ所、専門学校 17 ヵ所、大学 2
ヵ所が立地しており、高校、専門学校、及び文教地区にある大学は、中心市街地に若者の
活気を与える要因となっている。文化施設は、県民文化会館、市民会館、県美術館、県立
図書館、市中央図書館、男女共同参画センターが立地しており、基幹となる文化施設が集
中している。保健福祉施設は、県民文化会館周辺の県施設や松山市総合福祉センターが
立地している。医療施設については、基幹病院である松山市民病院、県立中央病院、中心
市街地に隣接する日本赤十字病院を始め病院、診療所が多数立地している。 

 
・ 城山公園の整備に伴い、国立病院機構四国がんセンターが郊外に移転したが、現在、上

記の都市福利施設については、郊外移転の具体的な計画はない。ただし、将来において
もこれらの施設が中心市街地に立地している確約があるわけではなく、城山公園に残る市
民会館、県立美術館を始めとして、個人病院を含む病院施設、学校など、市民ニーズや建
替えにかかる経費等の問題から、土地が安価で、広い敷地が確保できる郊外移転が懸念さ
れている。 

 
・ 中心市街地では、一世帯あたりの人数は全市の 2/3 程度しかなく、年少人口と生産年齢人

口の割合が低いことから、子育て世帯の親の孤独感、不安感を解消し、子育てしやすいま
ちにすることが求められている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

中心市街地の公共公益施設等 

公共公益施設 

医療機関 

福祉施設 

松山市民会館 愛媛県美術館 

愛媛県庁 
松山地方検察庁 

松山地方裁判所 

松山中央郵便局 

松山東雲中・高校 

市役所 
番町小学校 

コムズ 
日銀松山支店 

県警本部 
家庭裁判所 

若草合同庁舎 

松山総合福祉センター 

済美高校 
総合コミュニティセンター 

松山市民病院 

松山商工会議所 

県立中央病院 

県民文化会館 

県障害者福祉センター 

東雲公園 
松山地方局 

城山公園 
NTT 西日本病院 

新玉小学校 八坂公園 野本病院 

吉田病院 

梶浦病院 

JP 四国支社 

南味酒公園 

松山南高校 
松山工業高校 

聖カタリナ高校 

看護専門学校 

愛媛大学 
松山大学 

日赤病院 

消防署 

保健所 
松山北高校 
清水公園 

萱町公園 

味酒小学校 

東中学校 

東雲小学校 

清水小学校 
勝山中学校 

ハーモニープラザ 
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都市福利施設の整備の必要性 
これらの現状を踏まえ、都市福利施設の整備を図ることで、中央商店街及び周辺地域の賑わ

いの創出、観光交流人口の増加、商業の振興に寄与し、中心市街地の活性化を図るために必要
な事業として、以下の事業を基本計画に位置づける。 
 
 
＜フォローアップ＞ 
 基本計画に位置づけられた事業については、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と
十分協議した上で進捗管理を行うとともに、位置づけられた事業の中心市街地活性化に対する
効果を検討し、必要に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［2］具体的事業の内容 

（1） 法に定める特別の措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（2） ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

1.愛媛県

立中央病

院整備運

営事業 

（ 松 山市

駅 南 地

区） 

 

う ち 整備

期間 

平成 20年

度～26 年

度 

愛媛県 愛媛県立中央病院は、築後32年が経過

し、構造的な老朽化に加え、診療機能の拡

大、患者数の増加、県立病院に求められる

機能の高度化等により機能的にも一部限

界に達しているため建て替えるものである。 

建替え場所については、現総合周産期

母子医療センターやＰＥＴ－ＣＴセンターの

建物の有効活用が図られることに加え、伊

予鉄道松山市駅から歩いて５分という、利

用者である県民・市民にとって交通至便な

場所であることを考慮し、現在の敷地内と

する。 

建替えに際しては、中心市街地に立地

していることを考慮し、駐車場の拡張を図る

とともに、東南海・南海地震への備えとし

て、災害基幹拠点病院としての機能アップ

を図る。 

この事業により、県民に求められる機能

を有する基幹病院となることで、病院診療

者や中心市街地の居住者の利便性が向上

するものである。 

建替え前後の比較 

項 目 現病院 新病院 

延床面積※ 約 31,000㎡ 約 65,000㎡ 

病床数 864 823 

診療科数 24 24 

駐車場 約 550台 800台以上 

エレベーター※ 4台 15台程度 

屋上ヘリポート なし あり 

免震構造 なし あり 

※延床面積及びエレベーターはメインとなる棟の

比較である。 

社会資本整

備総合交付

金（暮らし・

にぎわい再

生事業） 

平成 20 年

度～ 26 年

度 

１号館オ

ープン平

成 25年度 

 

全面オー

プン 

平成 26年

度 
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（2） ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

2.商店街

交流空間

整備事業

【まちなか

子 育 て ・

市民交流

事業（まち

なか子育

て ・ 市 民

交流セン

タ ー 「 愛

称：てくる

ん」）】 

平成23年

度～ 

松山市 
空き店舗を活用し、保育・託児機能を備え

た多目的交流スペースを整備するととも

に、各種イベントを実施することにより、子

供からお年寄りまで、幅広い世代が交流で

きる空間として運営する。 

（機能） 

 ①保育・託児室、②多目的トイレ、③多目

的スペース、④授乳室 等 

この事業により、中心市街地への来街者

サービスの充実を図り、利便性・満足度を

向上させ、来街者の増加と回遊性を高める

とともに、子育て支援の充実を図る。 

社会資本整

備総合交付

金（優良建

築物等整備

事業と一体

の効果促進

事業） 

平成 23 年

度 

平成 24年

3 月 25 日

オープン 

 

（3） 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

3.地域子

育て支援

拠点事業 

平成 20年

度～ 

松山市 中心市街地に位置する中央児童センタ

ー（ハーモニープラザ）、新玉児童館（コム

ズ）で（P25 参照）、学齢期の子どもが来館

する前の時間等を利用し、子育て親子の

交流を促進し、子育てに関する相談、援

助、地域の関連情報、講習等を実施するこ

とにより、親の孤独感、不安感の解消を図

るものである。 

 この事業により、親同士の交流も促進さ

れ、コミュニティが形成されることで、暮らし

やすい生活空間を形成するものである。 

児童環境づ

くり基盤整

備事業費国

庫補助金 

平成 20 年

度～ 
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（4） 国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

4.新たな

まちづくり

に 向 け

た、まちづ

くり初動期

支援事業 

平成 19年

度～ 

松山市 

中心市街

地活性化

協議会 

関係権利

者 

（再掲）Ｐ98   

5.若年者

向けダン

ス ス ク ー

ルの開校 

平成 20年

度 

㈱LDH 中央商店街内において、まちなか暮ら

し・賑わい事業所等立地促進要綱（Ｐ119

参照）を活用し、若年者向けダンススクー

ルの立地を図る。 

この事業により、商店街とも連携し、若者

が集うまちづくりを進めることにより、賑わい

のあるまちを目指すものである。 

まちなか暮

らし・賑わい

事業所等立

地促進事業

（松山市支

援措置） 

平成 20年

度 
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6.公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事

業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［1］街なか居住の推進の必要性  

現状分析 
・ 中心市街地の人口は、ドーナツ化現象により人口の減少が進み、昭和 50 年代の人口には

回復していないものの、過去 10 年間は微増傾向にあり、現状では民間のマンション建設が
進んでいる。今後について、地元業者への聞き取りによると、中心部におけるマンションの
需要は強いものがあるとの見方が多い。しかしながら、100 円パーキング等の小規模な低未
利用地は増加しており、低未利用地の有効活用を進めていく必要があるため、今後、土地
の高度利用を促進する必要がある。 

 
・ まちなか居住者アンケートによると、電車・バスによる移動のしやすさが他を大きく上回り、ま

た、各種都市機能が集中していることで、生活の利便性の高さがまちなか居住につながっ
ていることが伺える。まちなか居住者の 8 割は今後も住み続けたいと考えているが、残り 2
割は、騒がしくて落ち着かないことや、自然環境が少ないことから郊外への移住も検討して
おり、これは郊外居住者アンケートでも住みたくない理由の上位 2 つとなっていることから、
憩いと潤いのある生活空間としての中心市街地が求められている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 上記のような現状により、民間マンションが今後も建設されることが見込まれる中で、快適で

暮らしやすい生活空間の形成を目指し、引き続き、既存ストックを有効活用した総合的な取
り組みにより、民間の住宅建設を誘導していく必要がある。 

 
 
 

住み続ける意向（ＳＡ）
（ｎ＝164）

住み続けたい
81.1%

どちらでもよい
12.8%

不明
0.6%

郊外に移りたい
5.5%

郊外に移りたい理由（ＭＡ）
（ｎ＝9）

55.6

55.6

33.3

33.3

22.2

0.0

0.0

11.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

騒がしくて落ち着かない

自然環境がいいところにかわりたい

今住んでいるところが気に入らない

買い物など利便性がさほどよくない

地元(実家など)に帰りたい、または帰らなければな
らない

治安が悪い

もっとコミュニティのあるところに替わりたい

その他

％

まちなか居住者アンケート 



 

 106 

まちなか居住推進の必要性 
これらの現状を踏まえ、まちなか居住推進を図ることで、中央商店街及び周辺地域の賑わいの

創出、観光交流人口の増加、商業の振興に寄与し、中心市街地の活性化を図るために必要な事
業として、以下の事業を基本計画に位置づける。 
 
 
＜フォローアップ＞ 
 基本計画に位置づけられた事業については、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と
十分協議した上で進捗管理を行うとともに、位置づけられた事業の中心市街地活性化に対する
効果を検討し、必要に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［2］具体的事業の内容 

（1） 法に定める特別の措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（2） ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（2） ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

1.地域優

良賃貸住

宅の建設

助成の優

先的配分 

平成 20年

度～ 

松山市  子育て世帯、高齢者世帯等の居住の安
定に配慮が必要な世帯を入居対象とした
民間賃貸住宅について、毎年度、地域優
良賃貸住宅２棟分の建設整備費及び家
賃低廉化助成の枠を設け、中心市街地活

性化区域内の事業を認定する際には、優
先的な採択や駐車場台数の軽減等の優遇
策を講じるものである。 

 この事業により、中心市街地への良質な

賃貸住宅の誘導を行い、まちなか居住を

促進するものである。 

社会資本整

備総合交付

金（地域住

宅計画に基

づく事業） 

平成 20 年

度～ 25 年

度 

 

 

（3） 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

   該当なし。 
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（4） 国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

2.新たな

まちづくり

に 向 け

た、まちづ

くり初動期

支援事業 

平成 19年

度～ 

（再掲） 

松山市 

中心市街

地活性化

協議会 

関係権利

者 

（再掲）Ｐ98 
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7．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業

及び措置に関する事項 

［1］商業の活性化の必要性  

現状分析 

・ 中央商店街の周辺には、2 つの百貨店や、飲食店、また、官公庁、業務系事務所が集積し

ており、近年、通行量が減少しているものの、依然街の魅力を有していることから、まちなか

居住者アンケートにおいても、まちなか居住の理由の 2 番目に中央商店街の近さが上げら

れており、賑わいのある商業核としての機能を発揮している。また、㈱まちづくり松山が主体

となり、来街者のニーズに対応した「おいでんか事業」や道路空間活用による広告収益事

業、共通駐車券事業、産直市や各種イベント等の積極的な開催を行っており、裏通りには

近年魅力的な店舗が集積し始めている。加えて、公共交通機関と連携したまちづくりエコネ

ット事業、平成 19 年に行われたお買い物切符社会実験など、環境にも配慮した取り組みも

行っており、引き続き、これらの事業の更なる強化や、まちの魅力を情報発信することによ

り、来街者に楽しんでいただけるまちづくりを進める必要がある。 

 

・ 中央商店街では 30～40 年を経過したアーケード内道路の路面や商店街自体の老朽化の

問題もあり、魅力あるまちとするためには、まちの更新が必要である。中央商店街に欲しい

店として、全国的に知名度の高い、服飾、薬局、雑貨の店舗を求める傾向や、まちなか居

住者アンケートでは、スーパーマーケットを求める声も多く、中心市街地全体として消費者

ニーズに対応した、テナントミックス、知名度の高いテナントの立地に適した商業施設への

取り組みが継続的に行われることが、市民からも求められていると言える。 

 

・ 中心市街地においては、居住者がスーパーマーケットや生鮮品店等の最寄品の店を望む

声が多く、生活に密着した商業店舗の立地を促進する必要がある。 

 

まちなか居住者アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣にほしいもの（ＭＡ）
（ｎ＝164）

52.4

25.0

20.1

18.3

17.7

17.1

14.0

12.2

10.4

7.3

5.5

3.7

3.7

13.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

スーパーマーケット

生鮮品店や惣菜店

ビデオ・CDレンタル店

病院･診療所

スポーツジム

営業時間の長い商店

大規模な駐車場

図書館

福祉施設

映画館などの娯楽施設

美術館・博物館

百貨店や高級ブランド品店

その他の公共施設

その他

％

街なか居住で重視したこと（ＭＡ）
（ｎ＝164）

65.9

44.5

30.5

26.8

25.6

24.4

22.6

17.7

9.1

4.9

5.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

電車、バスを使った移動のしやすさ

中央商店街(大街道・銀天街)の近さ

通勤のしやすさ

公共施設の利用のしやすさ

住居の充実度

通院のしやすさ

百貨店の近さ

スーパー・生鮮食料品店の近さ

通学のしやすさ

車を使った移動のしやすさ

その他

％
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・ 観光客アンケートによると、道後温泉観光客のうち 3 割以上が、大街道商店街へ足を運ん

でおり、銀天街や 2 つの百貨店へ行く人も多い。また、道後地区、松山城周辺地区には観

光施設が集中し、加えて、中央商店街以外にも歩いて行ける範囲に商店街が存在している

が、現状では、これらの地域、施設が個々に各種イベント等を開催し集客アップを図ってい

るが、路面電車や徒歩・自転車で短時間に移動できる範囲であることから、来街者が各地

域を回遊することで一日、まちなかで楽しむことができる相乗効果を生み出す仕組みづくり

が必要で、せっかくの各種資源と回遊ポテンシャルが十分に活かされない状況にある。 

 

・ 約 10 万人の人出のある土曜夜市では、まちの安全・安心を守るため、㈱まちづくり松山を

事務局とし、地域住民や警察、行政と共同で、パトロールやごみ拾いを行い、また、中心市

街地内の落書き消しも積極的に取り組んでいる。今後もまちのイメージアップとコミュニティ

活動の強化による暮らしやすいまちのイメージ作りは継続していく必要がある。 

 

 

商業活性化の必要性 

これらの現状を踏まえ、商業の活性化を図ることで、中央商店街及び周辺地域の賑わいの創
出、観光交流人口の増加、商業の振興に寄与し、中心市街地の活性化を図るために必要な事業
として、以下の事業を基本計画に位置づける。 

 

 

＜フォローアップ＞ 

 基本計画に位置づけられた事業については、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と

十分協議した上で進捗管理を行うとともに、位置づけられた事業の中心市街地活性化に対する

効果を検討し、必要に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［2］具体的事業等の内容 

（1） 法に定める特別の措置に関連する事業等 

事業等

名、内容

及び実施

時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

措置の内容

及び実施時

期 

その他の

事項 

1.大規模

小売店舗

立地法の

特例区域

設定の要

請 

内容 ： 大

店立地法

の手続き

に関する

簡素化の

措置 

平成 20年

度～ 

松山市 中心市街地に存在する低未利用地や大

型空き店舗等に対する出店誘致や、既存

店舗の増床への対応を速やかに展開でき

るなど、賑わいを維持や新たな創出のため

の重要な措置である。 

この事業により、迅速な出店が可能となり、

核店舗の誘致が促進され、商店街の魅力

の向上により、来街者の増加と商業の活性

化を図るものである。 

 

※候補箇所 

 ・ラフォーレ原宿・松山跡地 

（P122参照） 

 ・フジグラン松山の商業床増床（P122 参

照） 

 ・その他随時 

大規模小売

店舗立地法

の特例 

平成 20 年

度～ 

 

2-①.銀天
街及び大
街道内道
路改良 

平成 21年
度～23 年
度 
2-②.アー

ケード内
の空間形
成計画の
策定 
平成 20年
度～23 年
度 

松山市及
び銀天街
商店街、
大街道商

店街 

築後30～40年を経過し老朽化の目立つ
銀天街商店街及び大街道商店街のカラー
舗装を全面的にリニューアルし、あわせて
老朽化した地下埋設物の更新を行う。 

また、関係する商店街振興組合におい
て、アーケード内の空間の魅力アップを図
るため、来街者の便益施設や景観、建築
物の意匠、形態についてまちづくりのルー

ルを定める。 

当該商店街の休日の通行量は減少して

いるとともに、当該商店街に近接する商店

街における通行量も減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

中小小売商

業高度化事

業に係る特

定民間中心

市街地活性

化事業計画

の経済産業

大臣認定 

平成 20 年

度～ 

 

戦略的中

心市街地

中小商業

等活性化

支援事業

費補助金

（ 経済産

業省） 

 

イメージ図 

中央商店街の通行量（休日）     単位：人 

H9.11.12 H11.11.14 H13.11.11 H15.11.9 

217,661 216,736 232,270 173,343 

 

H17.11.6 H18.11.12 H19.11.18 

194,067 192,015 170,503 
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しかし、当該事業の実施により、他の商

店街、特に近接する商店街においても、活

気にあふれ、賑わいに満ちたまちづくりに

寄与し、商業の活性化が図られるとともに、

誘因効果による歩行者通行量の増大が期

待できる。また、両商店街の道路が改良さ

れることによって、快適な歩行空間となるこ

とにあわせ、商店街間の連携による中心市

街地の回遊性の向上も図られる。さらに、

当該商店街は、中心市街地外への大型商

業施設の出店といった商業環境の変化に

的確に対応するため、企業・学生・ＮＰＯ等

との連携による賑わいづくりイベント、複数

店舗による共同販促事業、産直生鮮市な

ど、中心市街地活性化にかかわる事業等

に積極的に取り組んでいるが、舗装のリニ

ューアルによる環境整備により、イベントの

効果がより一層向上するなど、活気にあふ

れ、賑わいに満ちたまちづくりに寄与する。 

 なお、中心市街地全体を初め、当該商店

街及び近接する商店街における空き店舗

数は増加傾向にあり、同整備事業により、

商店街全体の賑わいが生み出されることか

ら、一日も早く空き店舗ゼロの商店街を目

指したい。 

 

 

 

 

 

また、松山市では、ＪＲ松山駅周辺地区

における土地区画整理事業を始め、路面

電車の延伸など、新たなまちづくりがスター

トし、中央商店街への来街者の増加が期

待されることから、当該商店街の道路改良

整備とあわせて、松山らしい個性と魅力あ

る都市景観の向上、街の賑わいの創出が

図られる事業である。 

空き店舗率の推移          単位：％ 

 H10 H12 H13 H15 H17 H19 

市全体 6.7 10.4 11.1 11.9 12.4 15.0 

中心市街地 5.2  5.5  5.7  6.2  8.2 9.0 

中央商店街 1.5  2.7  3.4  3.3  3.6 

上記以外 7.7  7.0  6.9  7.9  9.7 
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（2） ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

3-①.銀天

街及び大

街道内道

路改良 

平成 21年

度～23 年

度 

3-②.アー

ケード内

の空間形

成計画の

策定 

平成 20年

度～23 年

度 

松山市及

び銀天街

商店街、

大街道商

店街 

 

築後30～40年を経過し老朽化の目立つ

銀天街商店街及び大街道商店街のカラー

舗装を全面的にリニューアルし、あわせて

老朽化した地下埋設物の更新を行う。 

また、関係する商店街振興組合におい

て、アーケード内の空間の魅力アップを図

るため、来街者の便益施設や景観、建築

物の意匠、形態についてまちづくりのルー

ルを定める。 

この事業により、広域集客核である中央

商店街の魅力を向上させることで、来街者

の増加を図り、賑わいアップと商業の活性

化を図るものである。 

 

戦略的中心

市街地中小

商業等活性

化支援事業

費 補 助 金

（経済産業

省）平成 21

年度～ 
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（2） ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

4.商店街

交流空間

整備事業

【まちなか

子 育 て ・

市民交流

事業（まち

なか子育

て ・ 市 民

交流セン

タ ー 「 愛

称：てくる

ん」）】 

平成２３年

度～ 

松山市 （再掲）Ｐ103 

 

 

 

 

5.まちづく

り支援事

業 ・ 都市

環境改善

支援事業 

【まち更新

推進支援

事業 （ お

城 下 大

学）】 

平成 23年

度～ 

平成 24年

度 

 

松山市 大街道・銀天街等の商店街を核とする中

央商店街は、戦後の復興を経て発展を続

けてきたが、各建物の老朽化も進み、ま

た、現在の耐震基準を満たしていないもの

も多くある。 

その為、①大街道・銀天街周辺地域の

地権者（商業者）等を対象に、「お城下大

学」と称して、フォーラム、ワークショップ、

勉強会を開催し、まちづくりへの意識啓発

や機運醸成を図るとともに、②対象者向け

の啓発ツールを作成し、建物更新等による

商店街の魅力向上を目指す。 

①都市環境

改善支援事

業 

平成 23 年

度 

民間まちづ

くり活動促

進事業 

平成 24 年

度 

 

②社会資本

整備総合交

付金（優良

建築物等整

備事業と一

体となった

効果促進事

業） 

平成 23 年

度 ～ 平 成

24年度 
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（3） 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

   該当なし。 

 

（4） 国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

6. ストリー

トビジョン

を活用し

たパブリッ

クビューイ

ング事業 

平成 20年

度～ 

 

 

 

 

㈱まちづ

くり松山 

松山市には、J2 リーグやプロ野球の独立

リーグで活躍するプロチームがあるが、昨

年、J2 リーグの愛媛 FC の試合を、市内中

央商店街に設置している大型ストリートビジ

ョンを利用して中継し、街なかで同チーム

を応援する「パブリックビューイング事業」を

実施し、1,000人近い市民が集まった。   

松山市は野球やサッカーを始め、スポー

ツの盛んな町であることから、スポーツ関係

団体と商店街、㈱まちづくり松山、行政等

が連携し、愛媛 FC や四国・九州アイランド

リーグの試合など、十分な街頭視聴が見込

めるスポーツの中継、応援を中心市街地で

行う「パブリックビューイング事業」や、これ

にあわせて、アーケード空間等を活用した

スポーツゲーム大会、あるいは愛媛 FC 応

援パレード等のスポーツ関連イベントを開

催する。 

このことによって、中心市街地に若者や

親子連れを始め、普段、商店街を訪れない

層など、多数の市民を集めることによって、

来街者の増加を図るとともに、新たな買い

まわり需要を喚起するなど、スポーツを通し

た中央商店街の活性化を図るものである。  
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7.ほっとス

テーション

おいでん

か運営事

業 

平成 18年

度～平成

21年度 

㈱まちづ

くり松山 

中央商店街では、アンケート調査での休

息所、トイレを求める意見に対応するため、

来街者への休息場所の提供や、情報発

信、県内特産品販売、ショップモビリティ、

イベント、NPO 支援、会議室の利用促進等

の機能を備えた、中心市街地活性化の拠

点施設を運営する。 

この事業により、中心市街地の魅力を発

信し、来街者の利便性、満足度を向上させ

ることで、来街者の増加と滞留時間の延長

を図るものである。 

  

8.おいで

ナビ事業 

平成 19年

度～ 

㈱まちづ

くり松山 

①おいでナビ 

松山市が実施している｢まつやまインフォ

メーション｣の情報発信事業と連携し、中央

商店街のお店案内を携帯電話で紹介する

事業である。 

商店街買い物客や飲食客を商店街内に

回遊させる目的で実施している。 

この仕組みは、まつやまインフォメーショ

ンの携帯電話案内サイトの中で配信してい

るものであり、松山市と共同実施している事

業である。 

現在、約70店舗が情報発信しており、短

期目標として 200店舗を目標にしている。 

②ポイントサービス（エコポイント） 

国土交通省・松山市・（株）まちづくり松

山が連携して、「環境にやさしい、賑わいの

あるまちづくり」を目指していく事業で、公

共交通機関利用者、買い物等によりポイン

トが貯まる。 

ポイント獲得者上位者には抽選で景品

をプレゼントするもので、平成 18年度から 3

カ年間の実証実験として取組んでいる。 

平成 21年度からは、（株）まちづくり松山

と民間事業者により、ポイント制度を継続実

施予定であり、「おいでナビ」と連携しなが

ら登録者を増やし、中央商店街への来街

を促進する。 

③実績 

国土交通省・松山市・（株）まちづくり松
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山が連携し実証実験を行っているエコポイ

ント事業では、イベント時と連携したポイント

プラス時に、登録者の約 15％が来街する

実績を上げており、来街者ニーズとマッチ

したポイント還元事業の検討、発信情報の

強化により、登録者増を図り、中央商店街

の賑わいの向上を目指す。 

 

以上、情報発信とポイント制度のコラボレ

ーションにより中央商店街への来街を促進

し、また、公共交通機関との連携により環

境にやさしいまちづくりにも寄与するもので

ある。 

9.道路空

間活用ま

ちづくりモ

デル構築

事業 

平成 18年

度～ 

㈱まちづ

くり松山 

㈱まちづくり松山と松山市との間で、屋

外広告物活用、道路管理、中心市街地活

性化連携の 3協定を締結。アーケード内の

道路空間における 24基のストリートビジョン

を活用した情報受発信、広告収益事業を

展開し、行政の支援に極力頼らない、自立

的な商店街振興策を展開している。 

この事業により、商店街の最新情報やお

得な情報をリアルタイムで発信することで、

消費者の利便性、満足度、回遊性を向上

させ、来街者の増加を図るものである。 

  

10.安心で

安全のま

ちづくり事

業 

平成 16年

度～ 

番町地区

安心で安

全なまち

づくり推進

協議会 

多くの市民や観光客が、昼夜を問わず

訪れる中央商店街及びその周辺を擁する

番町地区において、㈱まちづくり松山を中

心に、地域住民や警察、行政と共同で、夜

間パトロールや、中心市街地内の落書き消

しなどを行っている。 

この事業により、中心市街地の治安維

持、向上を図り、来街者や住民の安心感を

高め、来街者、まちなか居住者の増加を図

るものである。 

  

ストリートビジョン 
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11. 商店

街単位、

又は複数

商店街お

よび他の

イベントと

の連携に

よるイベン

ト・共同販

促事業の

実施 

平成 19年

度～ 

㈱まちづ

くり松山 

松山中央

商店街連

合会 

各商店街 

これまで、中心市街地内にてそれぞれに

開催されていた催事について、今後にお

いては区域内の各商店街をはじめ、道後

地区の「湯上り朝市」やロープウェー街の

「城下門前市」、堀之内でのオータムフェス

ティバル、また、百貨店や中央商店街、飲

食店など中心部の総合力を結集した「お城

下松山」等、近接する地域間でのイベント

開催日程の調整やイベントの共同実施、販

促事業の連携などを展開することにより、面

としての賑わいを演出することで、回遊範

囲の拡大及び、回遊時間の延長を図る。 

この事業により、まちあるきの楽しさや、

お買い物の楽しさを演出し、一日楽しめる

まちを PR し、来街者およびリピーターを増

加させるものである。 

  

12.空き店

舗対策事

業 

 

平成 20年

度～24 年

度 

柳井町商

店街 

ＮＰＯステ

デ ィ ー ク

ルー 

ほか中心

市街地内

の各商店

街 

中心市街地の各商店街における空き店

舗対策として、商店街組織が社会福祉法

人や特定非営利活動法人等と共同で、空

店舗を賃借し、教育文化事業、保健医療

事業、社会福祉事業等の商店街活性化事

業を実施することで、空き店舗の解消を図

るとともに、障害者や高齢者の来街者を促

進し、来街者の増加を図るものである。 

本事業の一例として、中央商店街近くの

柳井町商店街では、県南予の農業者と連

携して、NPO 団体と商店街振興組合が共

同で、商店街の空き店舗を活用した、生鮮

食料品の販売店を整備・運営する。 

この事業により、中心市街地で購入する

ことが難しい生鮮食料品を提供することで、

来街者及び居住者の満足度、あわせて中

央商店街への回遊を促進させ、来街者の

増加を図るものである。 

 

 

 

 

 

  

城下門前市 

まちづくりライブ 

柳井町商店街 

地参地笑市 
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13.マップ

作成事業 

平成 18年

度～ 

㈱まちづ

くり松山 

松山中央

商店街連

合会 

道後商店

街振興組

合 

ロープウェ

ー商店街

振興組合 

ロープウェ

ー中央商

店街振興

組合 

ロープウェ

ー北商店

街振興組

合 

松山河原

町商店街

振興組合

等 

①概要及び目的 

まちの情報や観光情報を紙媒体で求め

る市民や観光客からの声が、依然として多

い。そこで、市民はもとより観光客を含む来

街者へのおもてなしのツールとしてマップ

を活用した事業を行い、商店街の活性化を

図るとともに、観光客が商店街へ回遊しや

すく、満足できる環境を整えることで、来街

者の増加を目指すものである。 

②商店街マップの作成・配布 

道後温泉駅と道後温泉本館を繋ぐ道後

商店街、松山城に隣接するロープウェー商

店街、中央商店街及び中央商店街に隣接

する河原町商店街等において、各商店街

のメインストリート及び裏通りの店舗情報

や、周辺の観光施設など、様々な情報を掲

載したマップを作成し、市民や観光客が気

軽に入手しやすい所で情報提供する。 

③旅館・ホテル等へのマップの設置 

道後温泉本館に隣接する道後商店街と

松山城に隣接するロープウェー街は、市内

電車で 10 分の距離にある。またロープウェ

ー街からは、中央商店街及び河原町商店

街も連続していることから、各商店街のマッ

プを道後温泉街の宿泊客や商店街周辺の

ホテル等の宿泊客に提供し、観光客の行

動範囲や選択肢を拡大させ、松山での滞

在時間の延長と回遊の増加を図る。 

④情報管理システムの構築 

作成に伴う情報収集、情報管理、メンテ

ナンスのシステムを構築し、常に新しい情

報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 120 

14.ロープ

ウェー街

まちづくり

協定書見

直し事業 

平成 20年

度～24 年

度 

ロープウェ

ー商店街

振興組合 

ロープウェ

ー中央商

店街振興

組合 

ロープウェ

ー北商店

街振興組

合 

松山城へのエントランスである、ロープウ

ェー商店街では、平成 15 年に「ロープウェ

ー街まちづくり協定書」を定め、平成 15～

16年度にかけて実施したファサード整備後

も、協定書に基づいた商店街づくり、景観

づくりを自主的に実施している。 

平成 20年 8月に、締結から５年を迎える

が、締結の当初想定していなかった案件が

多数発生しているため、法的規制である、

地区計画や景観計画策定を視野に入れ、

時代にマッチした見直しを行う。 

この事業により、松山城を訪れる来街者

に、良好な景観による憩いと和みを提供

し、商店街の魅力とあいまって、滞留時間

の延長を図ると共に、おもてなしの心の伝

わるまちとするものである。 

 

 

  

15.朝市等

活性化事

業 

平成 19年

度～ 

 

松山商工

会議所 

商店街振

興組合 

 

 

 

 

①目的 

「市」は地産地消の推進、賑わいの創

出、観光資源等のほか、和み、癒し等、多

様な側面が支持され親しまれている。その

波及効果は、各地域の農業振興や食品加

工等の地場産業振興に結びつくなど多方

面に及んでいる。そこで、この「市」事業を

地域活性化の素材として活用し、市民並び

に観光客等、来街者の増加を図り、商業の

活性化を行う。 

②内容 

・平成 19 年度に松山地区で最も賑わいの

ある朝市である道後「湯上がり朝市」の来街

者にアンケート調査を実施し、来街の目

的、感想、属性などを聞き、朝市が持つ魅

力や課題等について取りまとめを行い、そ

れを基に、他地域でも朝市が開催できるよ

うマニュアルを作成した。このマニュアルを

各商店街が朝市を開催し、商店街の商店

街の活性化に役立つよう、また、来街者増

加に結びつくよう活用いただき、中心市街

地の商店街（まつちかタウン、柳井町商店

  

ロープウェー街 

デザインガイドライン 
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街等）の空き店舗に産直市を立地し、不足

する生鮮食料品を供給するとともに、来街

者の増加を図る。 

・広報を一元化することで、市全体の開催

告知をおこない、消費者の来街機会を向

上させる。 

・観光客に対して、中心市街地内で開催さ

れている「市」情報を提供し、地域の魅力あ

ふれる産品を購入する場を紹介する。 

 

この事業により、市民並びに観光客等来

街者の増加を図り、商業の活性化を行う。 

16.新たな

まちづくり

に 向 け

た、まちづ

くり初動期

支援事業 

平成 19年

度～ 

（再掲） 

松山市 

中心市街

地活性化

協議会 

関係権利

者 

（再掲）Ｐ98 

 

 

  

17.まちな

か暮らし・

賑わい事

業所等立

地促進事

業 

平成 20年

度～ 

松山市 ①目的 

中心市街地における産業の育成と地域

経済の活性化を図ること目的に、商業やサ

ービス業等事業所の立地を促進するため

に必要な新たな奨励措置を講じ、賑わいを

もたらす事業所等の立地を促進する。 

②内容 

1）対象区域と対象業種 

・中心市街地区域内・・・食料品等生活必

需品店舗等（※１） 

・中央商店街等区域・・・（※1）に加え、飲

食・サービス業の一部 

・道後区域･･･（※1）に加え、観光旅館・ホ

テル、飲食・サービス業の一部 

2）奨励内容 

・事業所立地の協力 

・立地奨励金･･･投下固定資産総額の

1.4％以内、限度額 1千万円、1回限り 
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この事業により、中心市街地に不足する

スーパー等の立地を促進することで住みや

すい町とするとともに、賑わいの生む事業

所の立地を促進することにより来街者の増

加を図るものである。 

18.ラフォ

ーレ原宿・

松山跡地

商業等複

合ビル建

設に伴 う

支援 

 

平成 26年

度 

松山市 現在、空きビルとなっているラフォーレ原

宿・松山の建物を取り壊し、その跡地及び

隣接地に新たな商業等複合ビルを建設

し、物販を中心とした商業床を創出する森

ビル（株）が行なう「大街道二丁目東地区優

良建築物等整備事業」に対し、まちなか暮

らし・賑わい事業所等立地促進事業によ

り、支援を行う。 

この事業により、中央商店街内において

新たに魅力的な店舗が生まれ、来街者が

増加することで、賑わいが創出されるととも

に、商業の活性化が図れるものである。 

 

 

 

 

 

 

  

19.フジグ

ラン松山

の商業床

の増床 

平成 21年

度～22 年

度 

㈱フジ フジグラン松山に、物販を中心とした商

業床を増床する。 

この事業により、中心市街地において新

たに魅力的な店舗が生まれ、来街者が増

加することで、賑わいが創出されるととも

に、商業の活性化が図れるものである。 

・ 増床面積：2,000㎡ 

・ オープン予定：平成 22年春 

まちなか暮

らし・賑わい

事業所等立

地促進事業

（松山市支

援措置） 

平成 22 年

度 

 

20.銀天街

内大型空

き店舗へ

のテナント

入居 

平成 20年

度 

㈱ザラ・ジ

ャパン 

銀天街内の大型空き店舗「松山ポポロ」

に海外有名ファッションブランドである

「ZARA」がテナント入居する。 

この事業により、中央商店街内において

新たに魅力的な店舗が生まれ、来街者が

増加することで、賑わいが創出されるととも

に、商業の活性化が図れるものである。 

・ 店舗面積：1,000㎡（１～2階） 

・ 内容：アパレル等 

まちなか暮

らし・賑わい

事業所等立

地促進事業

（松山市支

援措置） 

平成 20 年

度 
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・ オープン予定：平成 20年冬 

21.官民共

同に よ る

テナントリ

ーシング

事業 

平成 20年

度～ 

 

 

 

松山市中

心市街地

活性化協

議会 

松山市 

消費者ニーズに迅速かつ積極的に対応

するために、まちなか暮らし・賑わい事業所

等立地促進事業の下、松山市と、松山市

中心市街地活性化協議会が共同でテナン

トリーシングの一環としてテナント誘致活動

を行う。 

この事業により、中心市街地に不足し、

消費者ニーズに合致する商業施設の立地

を促進することで、中心市街地の価値を高

め、賑わいを生み出すとともに、来街者の

増加と商業の活性化を図るものである。 

  

22. 「松山

の味」によ

る商業活

性化事業 

平成 18年

度～ 

 

松山市 

松山市中

央卸売市

場水産市

場運営協

議会 

本市には、瀬戸内の水産物を活かした

古くから伝わる郷土料理が数多くあるが、

その中から、「鯛めし、たこ飯」や「松山鮓」

などを松山の味として指定し、飲食店やデ

パート、スーパーマーケット等から協力店を

募り、これら店舗と共同して松山の味を市

民や観光客にＰＲ、販売する。 

この事業によって、食を通じた商業の活

性化を図るものである。 

 

  

23.商業振

興対策事

業  

平成 19年

度～ 

 

 

松山市 

松山商工

会議所 

愛媛県中

小企業団

体中央会 

松山市商

店街連盟 

 

各商店街が単独で行うことのできない人

材育成や、共同販促、あるいは街の抱える

課題の分析、解決に向けた取り組みなど、

商業振興に係る事業を、商店街と市・商工

会議所・中小企業団体中央会が連携して

実施し、ハード、ソフト両面から商店街の改

善・向上を図る。 

この事業によって、商店街の課題解決を

図り、商業の活性化を図るものである。 

 

  

松山鮓 
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8． ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［1］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

現状分析 
・ 圏域を越えた鉄道交通結節点である JR 松山駅、圏域内の主要地を結ぶ郊外電車・バス

結節点である伊予鉄道松山市駅、加えて市内商業業務地区、道後観光地区、文教地区
等を結ぶ市内電車・循環バスがあり、公共交通機関の利用促進と歩行者･自転車空間ネッ
トワークの確保を目的に、平成 12 年度に、「歩いて暮らせる街づくり」構想を作成し、構想
の具現化のために平成 14 年度以降は、自転車走行空間設置、パークアンドライド、トラン
ジットモール、公共交通と中央商店街連携によるお買い物切符などの各種社会実験を実
施、平成 14 年度には松山市交通バリアフリー基本構想、平成 16 年度には松山市オムニ
バスタウン計画を策定し、具体的な事業に取り組んできた。平成 18 年にはトランジットモー
ル社会実験に基づき、松山城のエントランスであるロープウェー街において電線類地中
化、歩道拡幅、蛇行形状道路による走行速度抑制と、地域の協力による商店街の景観整
備事業が完成し、まちが賑わいを取り戻している。そのほかにも、バスロケーションシステ
ム、ICカード等、公共交通機関の IT化は進んでおり、利用しやすい料金設定、シルバー・
環境定期券、最終便の時間延長、百貨店とのお得なセット券、低床式バス・路面電車の導
入、郊外鉄道駅でのバスとの連携強化、市内循環ループバス、サイクルアンドライド、パー
クアンドライド等、環境にも配慮された公共交通機関の利便性向上への取り組みが行われ
ていることから、一層の暮らしやすい中心市街地を形成するためにも、引き続き、現在の各
種計画に基づき、一連の公共交通施策を進めていく必要がある。 

 
・ 本市は依然として、自動車交通に依存している街であることには変わりなく、松山外環状

道路の建設等道路整備を進め、通過交通の排除も中心市街地の回遊性、暮らしやすさの
向上には必要である。あわせて、今後迎える人口減少、少子・高齢化社会、環境問題等
は、今までの拡散型社会への対応とは異なる新たな交通施策が求められており、都市構
造の変化に対応したマルチモーダルな交通体系、都心地区における短トリップの自動車
交通の削減とモビリティの確保など、持続可能な交通体系を進めていくための、松山独自
の総合交通計画の策定が求められている。 

 
・ 中心市街地には、2 大観光地である松山城、道後温泉本館を始め、主要観光地が集積し

ており、道後地区には観光旅館・ホテル等の集積、番町地区やその周辺及び JR松山駅周
辺地区にはホテルの集積が見られる。現在、既存観光資源及び「坂の上の雲」関連資源
を活かした回遊型観光への取り組みを官民一体で進めており、加えて、NHK によるスペシ
ャルドラマ「坂の上の雲」放映が平成 21年秋から平成 23年に予定されていることから観光
客の増加が見込める。このドラマ放映を契機として、より一層の観光振興策を実施し、全国
に情報発信するとともに、魅力ある観光地作りを多様な主体で進めていくことで、商業の活
性化やまちの賑わい創出にも貢献するものである。 

 
・ 中心市街地においては、商業業務機能が集中しており、雇用の場としても本市の中核をな

している。平成 14 年以降、積極的にコールセンター等の情報通信関連企業の誘致を図
り、中心市街地に 7社の誘致に成功し、約 940人の新規雇用を生み出しており、今後 3年
間、その7社で約 1,230人の雇用を計画している。今後も雇用確保と中心市街地活性化の
ために、新たな誘致に積極的に取り組む必要がある。 

 

 

公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 
これらの現状を踏まえ、公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進を図ることで、中

央商店街及び周辺地域の賑わいの創出、観光交流人口の増加、商業の振興に寄与し、中心市
街地の活性化を図るために必要な事業として、以下の事業を基本計画に位置づける。 
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＜フォローアップ＞ 
 基本計画に位置づけられた事業については、毎年、事業の進捗状況を調査し、各事業主体と
十分協議した上で進捗管理を行うとともに、位置づけられた事業の中心市街地活性化に対する
効果を検討し、必要に応じて事業の見直しや改善を図ることとする。 
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［2］具体的事業の内容 

（1） 法に定める特別の措置に関連する事業 

    該当なし。 

 

（2） ①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

1.「坂の上

の雲」を軸

とした２１

世紀のま

ちづくり事

業 

平成 16年

度～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①概要 

 平成19年4月開館の坂の上の雲ミュージ

アム、平成 21年秋から放映の NHK スペシ

ャルドラマを機に、全国の注目度が上がり、

観光客が増加することが見込まれることか

ら、本構想のセンターゾーンを包含する中

心市街地においても市民によるまちづくりと

いう理念に沿った活性化事業を展開する。 

②事業内容 

 主に市民を対象としたまちづくりへの参加

及び意識啓発を図ることにより下記事業を

展開する。 

・市民啓発事業・・・TV、ラジオ、マップ製作

による啓発。景観を活かした街づくりのため

のワークショップの開催。 

・まちづくり勉強会･･･坂の上の雲ミュージ

アムを会場に、著名人等を講師に招いた

勉強会の開催。 

・ふるさとウォーク・・・松山城等中心市街地

内の地域資源を巡るウォークラリーの開

催。 

・まちづくりライブ･･･中央商店街内での音

楽ライブの開催。 

・活動支援事業･･･まちづくりを実践する

NPO等への補助金交付。 

 

 この事業により、市民や関係団体と一体と

なってまちづくりを進め、観光客の受け入

れ体制や松山観光の楽しみ方拡大に取り

組むことで、観光客に感動と安らぎを与え

る物語性豊かな新しい松山の魅力を創造・

発信するものである。 

まちづくり交

付金 

平成 16 年

度～ 20 年

度 
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2.中心市

街地活性

化ソフト事

業 

 

実施時期

平成 21年

度～ 

 

松山市 

 

 

 

松山まつり、松山春まつり、城山公園オー

タムフェスティバルなどイベント等のソフト事

業を実施することにより、中心市街地の再

活性化を図る。 

中心市街地

活性化ソフ

ト事業 

平成 21 年

度～ 

 

 

（2） ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

3.松山市

交通戦略

策定 

平成 19年

度～20 年

度 

松山市 ① 概要 

都心地区における短トリップの自動車交

通の削減とモビリティの確保、都市計画道

路の長期未着手等を計画課題とし、市域を

4 地区に区分し、本市の総合的な交通計

画を策定する。 

②中心市街地 

4つの地区のひとつである中心市街地活

性化区域内で、歩行者・自転車ネットワー

クと駐輪場適正配置を検証し、加えて、バ

スの路線再編や路面電車との連携強化に

より、公共交通の利便性を高め、区域内の

回遊性向上と都市の高密度化を図る戦略

を策定する。 

 

この事業により、都心部の交通戦略を策

定し、その後、戦略に沿った事業化を図る

ことで、中心市街地における公共交通や自

転車の利便性の向上を図り、暮らしやすい

生活空間の形成と、より訪れやすく移動し

やすい地域とすることで賑わい増も図れる

ものである。 

 

街路事業 

平成 19 年

度～ 20 年

度 
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4.JR 松山

駅付近連

続立体交

差事業 

約 2.4km 

施行期間

平成 20年

度～平成

32年度 

愛媛県 再掲（Ｐ91） 社会資本整

備総合交付

金（道路事

業(街路)） 

 

補助期間 

平成 20 年

度～ 32 年

度 
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（3） 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他の

事項 

5.バスロケ

ーションシ

ステム 

平成 18年

度～20 年

度 

伊予鉄道

（株） 

平成 17年に策定した「松山オムニバスタ

ウン計画」及び伊予鉄道株式会社が平成

16 年より進める「いきいき交通まちづくり宣

言」に基づく事業として、バスの運行状況を

リアルタイムで利用者に情報提供するバス

ロケーションシステムの整備を進める。 

この事業により、バス利用者の待ち時間

のイライラを解消し、公共交通のサービス

向上につながるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

自動車運送

事 業 の 安

全・円滑化

等総合対策

事業 

平成 20 年

度 

 

 

バスロケーションシステムバスロケーションシステム
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（4） 国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他の

事項 

6.スペシャ

ル ド ラ マ

「 坂 の 上

の 雲 」 魅

力創出事

業 

平成 20年

度～24 年

度 

松山市 ①目的・概要 

ＮＨＫスペシャルドラマ「坂の上の雲」の

放映（H21 年秋から 3 ヵ年）の機会を捉え、

観光客の誘致促進を図るために、東京渋

谷公園通りや大手町丸ビル周辺の町づくり

を手がけたアートディレクター榎本了壱氏

のプロデュースにより，平成２０年度から、

松山の魅力を創出する事業「まつやまエポ

ック」を計画的に実施し、効果的かつ戦略

的な情報発信・宣伝ＰＲを行う。 

②事業内容 

平成20年度から24年度に、堀之内公園

や市民会館、中央商店街内など中心市街

地内で開催し、いずれも、「坂の上の雲」に

ちなんだ地域資源を活かしつつ、著名人

登用やコンペティション、ギネス挑戦、グル

メなどを扱った集客性の高いイベントを開

催することで、主に近隣市町や近県の観光

客を誘致する。 

○国際市民自転車マラソン（ツールドマ

ツヤマ） 

○千人千句千米チェーン俳句大会 

○松山の味・食料理三ツ星大賞 

○市街劇「人力飛行機ソロモン・松山篇

『坂の上の雲』を目指して」 

○『坂の上の雲』全国創作紙芝居コンク

ール＆ウォーク・ウィーク 

○松山国際街フェア 

その他 

○国際ブラストフェスティバル 

○「坂の上の雲」シンポジウム 

○島博覧会との連携 

○山頭火・一草庵まつり 

あわせて、松山城や道後温泉、坂の上

の雲ミュージアム等既存観光施設との連携 
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  （共催企画展やイベント参加者への割引券

発行など）や中央商店街周辺のホテルや

飲食店等とのタイアップ（宿泊パック、食事

の割引券発行など）により、観光客の回遊

を図る。 

この事業により、新たな魅力を創出する

ことにより、観光客の増加を図る。 

  

7.観光お

もてなし対

策事業 

平成 19年

度～ 

松山市 直接観光客に接し、松山旅行に対する

印象を左右する、タクシー乗務員や旅館・

ホテルの従業員等への研修会実施や、子

供たちが観光案内する「観光キッズ」などに

より市民あげての観光案内力、接遇マナー

による、まち全体の「おもてなし」機運の向

上を図る。 

この事業により、おもてなしのまち松山を

ＰＲし、観光リピーターを増やすものであ

る。 

  

8.道後の

街活性化

対策事業 

平成 19年

度～ 

松山市 本市の 2 大観光地の道後地区におい

て、観光の町として活性化図るための計画

を平成 20 年度末を目途に策定し、地域主

体の魅力づくり、まちづくりとあわせ、更なる

賑わいへ向けた資源の開発･整備に取り組

んでいく。 

この事業により、計画的に観光地道後の

観光振興を行い、道後温泉以外の新たな

魅力創出により、観光客を増やす。  

  

9.道後温

泉夏まつ

り 

平成 19年

度～ 

道後温泉

夏祭り実

行委員会 

 道後地区の夏のイベントとして、地域自ら

が企画する、市民参加による手作り芸能音

楽イベントを主体に各種集客イベントを開

催し、市民と観光客との融和を図り、夏の

道後温泉の魅力を発信するものである。 

 この事業により、夏の道後の新たな魅力

を創出し、市民・観光客の増加を図るもの

である。 
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10. 道後

温泉地区

における

誘客キャ

ンペーン 

平成 20年

度～ 

道後温泉

旅館協同

組合 

大手旅行

会社 

  道後温泉地区の旅館と大手旅行会社が

タイアップして平成 20 年度以降継続して、

毎年半年間にわたる誘客キャンペーンを

実施する。平成 20 年度は､4 月 1 日から 9

月末日まで、ＪＴＢ・「日本の旬・四国キャン

ペーン」を実施する。 

   

○ＪＴＢ・「日本の旬・四国キャンペーン」 

 ・テーマ「新しい風 四国への旅」 

 ・事業内容 

オリジナルガイドツアーの設定、 

イベントの実施、ドライブステーションの

設置、 

お休み処の設置、 

各地の旬な共通食材の設定、 

地域通貨の設定、 

本四 2橋めぐり割引クーポン、 

湯めぐりパスポート、 

地域施策（日本の旬コーナーの設置）、 

宿泊特典、 

シャトルバスの運行、 

タクシープランの設定、 

レンタカープラン、 

瀬戸大橋開通 20 周年記念イベントの開

催、 

キャンペーングッズ（専用ガイドブック、

ポスター、のぼり、ロードマップ、オプショ

ナルプラン別冊パンフレットの作成など）

の製作 

この事業により、道後の魅力を全国に PR

し、道後への観光客、宿泊客の増加を図る

ものである。 
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11.広域観

光連携事

業 

平成 19年

度～ 

松山市 砥部焼、地域文化発信の常設劇場の坊

っちゃん劇場など周辺市町の観光拠点と

連携を図り、観光客の回遊を促し、それぞ

れの地域の特色を味わうととともに、体験型

の観光を提供することで、滞在型の観光の

促進を図る。 

この事業により、広域の観光地の連携に

よる相乗効果により、時間消費型の観光を

推進することで、道後等中心市街地内の宿

泊客の増加を図るものである。 

  

12.城山公

園オータ

ムフェステ

ィバル 

平成 19年

度～ 

城山公園

オータム

フェスティ

バル実行

委員会 

城山公園周辺地区において、市民会

館、愛媛県美術館、坂の上の雲ミュージア

ム等の各施設の催物等と連携して、市民広

場として整備中の城山公園（堀之内地区）

を活用した集客力のあるイベントを県内メデ

ィアが主体となって開催する。 

また、公共交通機関の結節点である伊予

鉄道松山市駅から城山公園までのエントラ

ンスである、花園町通りにおいては、イチョ

ウ並木を活用し「ひかりの花園プロムナー

ド」を実施し、光の散歩道を来街者に提供

する。 

この事業により、秋の松山に一層の賑わ

いを創出すると共に、新たな観光資源とし

て定着を図るものであり、加えて、ロープウ

ェー街や中央商店街での秋のイベントを効

果的に開催し、オータムフェスティバルの

来街者の回遊を促進するものである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

オータムフェスティバル 
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13.まちな

か回遊手

段提供事

業 

平成１７年

度～ 

伊予鉄道

（株） 

松山市 

①共交通機関等の充実 

JR 松山駅、中央商店街、道後温泉を結

ぶ路面電車や路線バス利便性を活かし、

まちなか回遊サービス事業（後述のまちな

か回遊サービス提供事業参照）との連携

や、移動そのものに娯楽性を持たせた「坊

っちゃん列車」、「マドンナバス」「観光レン

タサイクル」等の運行、回遊性の維持・向上

を図る。 

②路面電車の結節強化と延伸 

ＪＲ松山駅周辺整備によりＪＲと路面電車

の結節強化を図るとともに、駅西地区への

路面電車の延伸により、「坂の上の雲」のま

ちづくりサブセンターゾーンである松山総

合公園との連携、延伸地域からの中心市

街地への回遊性の向上を図る。 

③自転車交通の利便性向上 

平成 20 年度に策定される、都市圏交通

戦略（Ｐ127 参照）により、自転車走行レー

ン、小規模分散型駐輪場について検討し、

中心市街地における公共交通や自転車の

利便性の向上を図る。 

 

上記事業により、まちなかの観光施設や

商業施設等地域資源への回遊が容易とな

り、観光客アップが見込めるとともに、中心

市街地内での回遊頻度の増が図れるもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

坊っちゃん列車 

マドンナバス 

 

自転車走行レーン 

路面電車延伸 
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14.まちな

か回遊情

報提供事

業 

平成 18年

度～ 

 

松山市 

（株）まち

づくり松山 

伊予鉄道

（株） 

松山観光

コ ンベ ン

シ ョ ン 協

会 

①まつやまインフォメーションの充実 

（P99参照） 

情報の追加や質の向上、アクセス方法

の改良など更なる機能充実により、観光客

の利用を高め、回遊性の向上を図る。 

②「おいでナビ」の充実 

（P116参照） 

魅力あるポイント制度やお店・お得情報

の充実により、携帯電話を活用したまちな

か情報の発信を進め、観光客及び来街者

の回遊性の向上を図る。 

① きめ細やかなマップの作成と配布 

（p119参照） 

まちなか回遊をスムーズに行うための

「公共交通機関利用マップ」の作成や駐車

場マップの作成を行うとともに、それらを JR

松山駅、道後温泉、松山城ロープウェイ駅

舎に設置している観光案内所や駅、ホテ

ル、旅館、おいでんか（中央商店街）等に

相互設置・配布するなど様々なニーズにあ

ったマップが確実に観光客の手に渡るよう

対応し、観光客の回遊機会を増やす。 

④多様な回遊コースの提供 

従来の「坂の上の雲散策ルートマップ」

に加え、多様な回遊プログラムの提供を行

う。 

これら事業により、まちなかの観光施設

や商業施設等地域資源への回遊が容易と

なり、観光客アップが見込めるとともに、中

心市街地内での回遊頻度の増が図れるも

のである。 
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15.まちな

か回遊サ

ービス提

供事業 

平成 19年

度～ 

松山市 

（株）まち

づくり松山 

伊予鉄道

(株) 

松山観光

コ ンベ ン

シ ョ ン 協

会  

松山観光

ボランティ

アガイドの

会 

①既存各種回遊チケットの周知 

伊予鉄道㈱が実施している観光客向け

に、路面電車と中心部のバスが 1 日乗り放

題の「1Ｄａｙチケット」、マドンナバスを追加

した「遊々チケット」、郊外電車、バスを追加

した「ぐるっと観光 1ＤＡＹきっぷ」、いよてつ

髙島屋でのお買い物と連携した「お帰り切

符サービス」などを観光パンフレットや松山

インフォメーション等で広く宣伝することで、

観光客に対し公共交通機関による回遊の

更なる PRを図る。 

②観光施設回遊割引パスの発行 

中心市街地に集中する複数の観光施設

の入場がお得な割引料金で回遊できる「回

遊割引パス」に取り組むことで、2 大観光施

設である松山城、道後温泉以外の観光施

設にも誘客が図れ、滞在型の観光地形成

に寄与することから、中心市街地内の市有

観光 5 施設において、回遊割引パスの導

入実験や、民間観光施設との連携に取り

組むこととしている。 

③サービスの連携 

「おいでナビ」（P116 参照）のポイント還

元事業、「回遊割引パス」、伊予鉄道が現

在約 15 万枚を発行するいよてつＩＣカード

との連携に取り組み、回遊手段、回遊情

報、回遊サービスを有効に組み合わせ、回

遊性の向上を図る。 

④サービスの向上 

「タクシー乗務員観光おもてなし研修事

業」の実施や「松山観光ボランティアガイド

の会」を結成することで、回遊サービスの質

的向上を図る。 

これら事業により、観光施設や商業施設

等地域資源への回遊が容易となり、観光客

アップが見込めるとともに中心市街地内で

の回遊頻度の増が図れるものである。 
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16.情報通

信関連企

業の誘致 

平成 14年

度～ 

松山市  立地条件で都市間格差の無い、情報通

信関連企業の誘致については、大量の雇

用を生むことから、正社員雇用比率が高い

など雇用条件の良好な企業を引き続き誘

致していくものとしている。 

さらに、中心市街地活性化区域内にお

ける低未利用地に、コールセンターや事務

センター等が誘致可能な 1フロア 200坪以

上の無柱空間オフィスが整うオフィスビルの

建設について、民間企業に要請していく。 

この事業により、中心市街地活性化区域

内において、大規模な雇用を創出し、職・

住近接する暮らしやすい生活空間、加え

て、雇用された方自身がまちを訪れること

による賑わいの創出につながるものであ

る。 

 

  

17.松山ま

つ りにお

ける著名

人の登用 

平成 22年

度～ 

松山まつ

り実行委

員会 

松山まつりにおいて、誘客効果が期待で

きる著名人（スペシャルドラマ出演者、松山

市ゆかりの人などを予定）を登用する。 

この事業により、市民に親しまれている

祭りにおいて、著名人の登用という新たな

魅力を加えることで、市民及び本市周辺の

市町からの新たな誘客により、町の賑わ

い、観光振興を図るものである。 

  

18.松山春

ま つ り に

おける著

名人の登

用 

平成 22年

度～ 

 

 

 

 

 

松山春ま

つり実行

委員会 

同上   
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19.NHKス

ペシャル

ドラマ「坂

の 上 の

雲 」 の 放

送 

平成 21年

度～23 年

度 

NHK このドラマは、発行部数 2,000 万部を超

えるサラリーマンの愛読書ランキングナンバ

ーワンでありながら、作者本人の遺言によ

り、長年にわたり映像化できなかった原作

について、司馬遼太郎記念財団の協力が

得られたことを機に、ＮＨＫが総力を挙げて

取り組むことと発表しており、３年間にわた

り 90 分番組で計 13 回放送される。また下

記理由から「大河ドラマ」に相当する効果が

見込めることから，この機会をいかした観光

客の誘致を図る。 

 

ドラマ放映効果が見込める理由 

(1) 配役に名実とも日本を代表する俳優

を続々と起用していること。 

(2) ロシア、中国などの海外や全国各地

における大規模かつ 3 年間という長期

的なロケやその公開による PRの実施 

(3) 平成 20 年 3 月 22 日（総合テレビ・

22:00～22:45)を皮切りとした今後複数

回制作されるメイキング番組や関連番

組などの事前ＰＲ番組の制作 

(4) 公開シンポジウムなどの事前ＰＲ事

業の実施 

(5)通常「大河ドラマ」が放映されることと

なれば、旅行者のニーズに応じる形で

旅行会社によりいわゆる「ご当地ツア

ー」が造成されることになる。複数の大

手旅行会社に対し聞き取り調査を行っ

たところ、今回のスペシャルドラマも同

様の扱いを行う予定であるとの回答を

得ている。 

  

 ドラマ放映により、大河ドラマと同様の観

光客の増加が見込めるとともに、この機会

を捉え、観光振興施策に取り組むことで、

一層の誘客を図るものである。 
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20.ドラマ

放映後の

落ち込み

を抑え る

施策 

平成 24年

度 

松山市 ①目的 

スペシャルドラマ放映により増加した観

光入り込み客数を放映後も減少させない

新たな施策を展開する。 

②事業内容 

１）まつやまエポック 

平成 24 年には引き続き「まつやまエポッ

ク」にて「継続・だんだん感謝祭」をテーマ

に実施し、エポックを楽しんでいただいた

観光客の再来を促進するとともに、松山の

いろいろな魅力の定着を図る。 

2）観光振興計画に基づく事業 

現在地元関係者と実施計画を策定中で

ある道後の街活性化対策事業、「坂の上の

雲」のまちづくり事業との連携、体験メニュ

ーの充実、市内回遊の促進、ライトアップ

事業、プロスポーツとの連携、四国 88 箇所

霊場巡り及び修学旅行の誘致など、松山

市観光振興計画に基づく施策を早期かつ

積極的に実施することによる新たな観光施

設の整備や観光地としてのまちづくりに取

り組む。 

3）既存事業の充実 

坂の上の雲ミュージアムや子規記念博

物館における展示、既存イベントの充実強

化などを行う。 

以上、総合的な観光振興への取組によ

り、平成 24 年度に予測されるドラマ放映後

の落ち込みを最小限に抑え、県内外から

の観光客を誘致し、観光による活性化を図

るものである。 

  

 



 

 140 

◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

中央商店街

中心市街地活性化事業実施位置図

4-1

4-21

8-12

松山城城山公園

松山市駅

4-3

4-12

4-22、5-1

5-2、7-2-①、7-2-②、7-3-①、7-3-②、

7-6、7-8、7-9、7-10、7-11、7-13

7-2-①、7-2-②、7-3-①、7-3-②、7-6、7-8、

7-9、7-10、7-11、7-13

7-11、7-13、7-14

5-3

JR松山駅

4-8-①

4-8-②

4-9

8-4

4-4、4-5、4-6、

4-7、4-10、4-11、

7-13、8-8、

8-9、8-10
道後温泉

4-24

4-24

5-3

7-11、7-13

5-5、7-5

4-2

7-16、7-18

7-19

4-14

4-15、4-17

4-20

4-19

4-18
4-16
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9.4から 8 までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［1］市町村の推進体制の整備等  

1．平成 18年度の庁内推進体制 

1）中心市街地活性化基本計画策定検討庁内ワーキングチーム 

産業経済部企画官をリーダーに、企画政策課、坂の上の雲まちづくりチーム、財政課、都市政

策課、産業政策課、地域経済課をメンバーに計画策定についての検討会を６回開催 

 協議内容： 

 ・改正まちづくり 3法の内容の共有 

 ・中心市街地活性化の優位性、優先性の検討 

 ・成果目標設定及び事業計画等の見込み 

 ・中心市街地活性化基本計画を策定するにあたり必要な基礎調査 

 ・旧中心市街地活性化基本計画の実施状況と評価の確認 

 ・基礎調査項目の各課への割り振り 

 ・国の基本方針及び認定申請マニュアル、国の支援措置の共有 

 ・法定の中心市街地活性化協議会（民間主体）の設立への検討 

 ・旧計画における未着手事業の検討と新規事業の各課からの提案 

 ・他市の認定状況（富山、青森）     ほか 

2）中心市街地活性化基本計画策定検討庁内連絡調整会 

 庁内すべての部局の政策課による連絡調整会を 1回開催するほか、随時連絡調整を行う。 

3）市議会 

12 月議会にて、準工業地域であるＪＴ松山工場跡地への大規模集客施設立地が中心市

街地活性化の阻害要因になる旨を答弁するとともに、平成 19年度より中心市街地活性化基

本計画策定の着手とこれに伴う準工業地域への 1 万㎡を超える大規模集客施設の立地規

制手続きに着手することを表明。 

また、市議会において平成 19 年 3 月に「都市活性化調査特別委員会」が設置され、「中

心市街地活性化」を調査研究議題とされている。 

 

2．平成 19年度以降の庁内推進体制 

１） 庁内体制 

＜平成 19年度＞ 

・ 関係部局を統括するため、地域経済課に専属の職員（2名）を配置 

・ 5月 29日に第 1回「松山市中心市街地活性化基本計画庁内策定委員会」を開催し、昨年度

より検討を重ねてきた内容を踏まえ、各部局の課題・問題をふまえて、活性化基本方針、目

標指標、区域についての方向性の了承を得る。 

・ 11月 9日に第 2回「松山市中心市街地活性化基本計画庁内策定委員会」を開催し、基本計

画案を提示し、課題、基本方針、区域、計画期間、数値目標、事業計画、新たな活性化策

について協議を行い、市政の重要施策である中心市街地活性化に向けた、各部局における

取り組みについて了承を得、正式申請に向け最終的な各部局内の調整を依頼。 
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 ＜平成 20年度＞ 

・ 地域経済課から、総合政策部 坂の上の雲まちづくり担当部長付に所管換え。 

・ 「中心市街地活性化」「都市再生」「地域再生」を統括的に扱うとともに、事業部門との連携に

より、地域活性化を強力に推進する。 

 

 

2）都市活性化調査特別委員会（市議会） 

＜平成 19年度＞ 

（1）4月 12日：中心市街地の活性化、都市計画道路、大規模跡地の有効利用について現状

報告 

（2）4月 26日：調査研究事案について、追加すべき事項及び課題・問題の抽出 

（3）9月 6日：追加調査研究事案の公共交通の充実促進についての現状報告 

   中心市街地活性化基本計画策定の進捗状況報告 

      中心市街地活性化基本計画を優先して調査研究することを決定 

（4）11月 27日：ユニバーサルデザイン計画、中心地居住促進策について現状と今後の取り 

組みを調査･検討 

   （5）2月 22日：松山市中心市街地活性化基本計画（案）を報告 

＜平成 20年度＞ 

   （6）5月 28日：中心市街地活性化に向けた公共交通の充実促進を調査 

      アクセス不便地域への対応、公共交通の利用促進に向けた住民意識の啓発等 

   （7）8月 6日：中心市街地活性化に向けた公共交通の充実促進を調査 

トランジットモール、交通渋滞の緩和策、鉄道・路面電車・バスなどの交通結節点機能の

充実、幹線道路への公共交通の導入 

 

 

3．多様な主体との連携 

1）城山公園オータムフェスティバル 

    城山公園は、松山市のシンボルである松山城や、二之丸史跡庭園、野球場・競輪場・テニ

スコート等が松山中央公園に移転し、市民のセントラルパーク的な公園として平成 22 年を目

途に第 1期整備が進む堀之内地区がある。 

中心部にある、これらの公園施設等を有効活用し、地元報道各社が主体となり、10 月から

12 月の間、各種イベントを開催し、松山市民並びに観光客が、今以上に松山市に対し高い関

心を持ち、街を楽しみ、季節を楽しむ、生き生きとした街づくりを実現する目的で、「松山を楽

しもうキャンペーン」城山公園オータムフェスティバル 2007実行委員会が設置された。 

 

城山公園オータムフェスティバル実行委員会 

委員長 松山市産業経済部長 

副委員長 愛媛新聞社事業局長 

副委員長 南海放送営業開発局局長 

副委員長 テレビ愛媛営業局長 
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副委員長 あいテレビ営業局長 

副委員長 愛媛朝日テレビ業務局長 

副委員長 愛媛 CATV営業本部長（委員を兼務） 

委員 松山市総合政策部企画官（坂の上の雲まちづくり担当） 

委員 松山市産業経済部企画官 

委員 愛媛新聞社事業部長 

委員 南海放送営業開発局局次長兼事業部長 

委員 テレビ愛媛営業局販促事業部長 

委員 あいテレビ営業局営業部マネージャー 

委員 愛媛朝日テレビ業務局事業部長 

監事 南海放送営業局営業部長 

監事 テレビ愛媛営業局営業部長 

事務局 愛媛新聞社事業局 

 

２）道後温泉夏まつり 

    道後温泉は松山城と並ぶ 2 大観光地であり、道後温泉本館前が歩行者空間として整備さ

れたことにより、歩行者の回遊性が大幅に向上したところである。 

    道後地区では従来から開催してきた夏のイベントに市民参加の手作り芸能音楽イベント等

を企画し、市民と観光客との融和を図り、夏の道後温泉の魅力を発信し一層の観光客誘致を

図ることを目的に道後温泉夏まつり実行委員会により、平成19、20年8月の一ヶ月間、道後温

泉夏祭りが開催された。 

 

道後夏まつり実行委員会 

会長 道後温泉旅館協同組合理事長 

副会長 JTB旅連愛媛支部 

副会長 道後商店街振興組合理事長 

企画 道後温泉旅館協同組合副理事長 

企画 道後温泉旅館協同組合副理事長 

企画 道後商店街振興組合副理事長 

企画 コンソーシアム GENKI 

企画 松山市産業経済部道後温泉事務所長 

企画 道後温泉旅館協同組合事務局長 
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［2］中心市街地活性化協議会に関する事項  

  松山市中心市街地活性化協議会の設立（平成 19年 8月 24 日） 

・ 平成 19 年 5 月に、（株）まちづくり松山及び松山商工会議所において、松山市中心市街地

活性化協議会設立準備会を立ち上げ、平成 19 年 8 月の（株）まちづくり松山への松山市の

出資を受け、平成 19年 8月 24日に協議会を設立した。 

・ 協議会は、松山市中心市街地活性化基本計画の策定及び実施に関し必要な事項につい

て協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整及びまちづくり

事業をサポートすることにより、松山市中心市街地の活性化を図り、引いては松山市の発展

に寄与することを目的としている。 

・ 協議会メンバーは以下の通りである。なお、協議会には運営会議を設置し、事業計画等個

別プロジェクト検討会議とあわせて、多様な主体による中心市街地活性化事業計画を策定

し実施することとなっている。 

 

松山市中心市街地活性化協議会役員名簿（平成 20 年 7 月 24日現在） 

(順不同) 

役職名 組  織  名 組織上の地位 氏  名 

会 長 松山商工会議所 会頭 麻生 俊介 

副会長 (株)まちづくり松山 代表取締役 日野 二郎 

監 事 (株)伊予銀行 地域振興部部長 山下 和規 

 (株)愛媛銀行 公務部部長 福富   治 

 

松山市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー名簿 

組  織  名 組織上の地位 氏  名 

(有)邑都計画研究所 代表取締役 前田  眞 

 

松山市中心市街地活性化協議会会員名簿 

   (順不同) 

区分 組  織  名 役  職 

正会員 松山商工会議所 会頭 

 (株)まちづくり松山 代表取締役 

準会員 松山市 坂の上の雲まちづくり 

担当部長 

 (財)松山観光コンベンション協会 会長 

 伊予鉄道(株) 代表取締役社長 

 松山市商店街連盟 会長 

道後温泉誇れるまちづくり協議会 会長 

協力 

会員 

 

国土交通省四国地方整備局 

松山河川国道事務所 

 

所長 
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賛助 

会員 

 

 

 

 

愛媛県経済労働部 経営支援課課長 

愛媛県中予地方局建設部 部長 

松山東警察署 生活安全調査官 

日本政策投資銀行松山事務所 所長 

愛媛大学 地域創成研究センター長 

松山大学 総合研究所所長 

松山市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 

松山市公民館連絡協議会 会長 

松山市小中学校PTA連合会 会長 

（社）松山青年会議所 理事長 

松山消費者団体連絡協議会 会長 

（株）伊予鉄髙島屋 常務取締役 

（株）三越松山店 副店長 

NPO法人日本ガーディアンエンジェルス 

松山支部 

支部長 

NPO法人Eｙｅｓ 代表理事 

四国電力（株）松山支店 副支店長 

（株）伊予銀行 地域振興部部長 

（株）愛媛銀行 公務部部長 

愛媛信用金庫 常務理事 

四国旅客鉄道（株）愛媛企画部 部長 

西日本電信電話（株）愛媛支店 支店長 

（株）愛媛ＣＡＴＶ 取締役営業本部長 

愛媛ホテル協会 会長 

経済産業省四国産業局産業部 部長 

国土交通省四国地方整備局建政部 都市・住宅整備課長 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 

四国支部 

地域振興部部長 

独立行政法人都市再生機構西日本支社 全国まちづくりチームチームリーダー 

（財）民間都市開発推進機構 中心市街地活性化支援室長 

 

松山市中心市街地活性化協議会運営会議委員名簿 

   (順不同) 

区分 組  織  名 役  職 

正会員 松山商工会議所 産業政策部課長 

  産業政策部係長 

 (株)まちづくり松山 取締役 

  執行役員 
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準会員 松山市 総合政策部 

企画官 

  産業経済部 

地域経済課課長 

 (財)松山観光コンベンション協会 事務局長 

 伊予鉄道(株) 経営戦略本部リーダー  

 松山市商店街連盟 まちづくり委員会委員 

道後温泉誇れるまちづくり協議会 事務局 

 

  総会及び運営会議の開催状況 

総 会 

第１回 平成 19年 8月 24日（金） 

議 題 １．規約の制定について 

          2．役員の選任について 

     3．平成 19 年度事業計画（案）について 

4.平成 19年度収支予算(案)について 

          5．運営会議委員の承認並びに委員長の指名について 

          6．総会決議事項の運営会議委任について 

          7．タウンマネージャー配置の承認について 

          8．今後のスケジュール（案）について 

 

臨 時 平成 19年 11 月 20日（火）  

議 題 １．会長の選任について 

 

臨 時 平成 19年 12 月 14日（金） 

協 議 1.松山市中心市街地活性化基本計画(素案)について 

 

第 2回 平成 20年 3月 18日（火） 

議 題 1．平成 20年度事業計画（案）について 

2．平成 20年度収支予算（案）について 

3．規約の変更について 

4．松山市中心市街地活性化基本計画(素案)の意見取りまとめについて 

 

第 3回 平成 20年 7月 24日（木） 

議 題 1．平成 19年度事業報告(案)について 

2．平成 19年度収支決算(案)について 

          3．運営会議委員の委嘱について 

          4．松山市中心市街地活性化基本計画への協議会意見(案)について 
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運営会議 

第 1回 平成 19年 8月 28日（火） 

議 題 1．個別プロジェクト検討会議の展開について 

 

第 2回 平成 19年 9月 11日（火） 

議 題 1．運営会議の位置づけについて 

2．今後の会議の進め方について 

3．勉強会の日程について 

4．個別プロジェクト進捗状況個別プロジェクト検討会議の展開について 

 

第 3回 平成 19年 9月 25日（火） 

議 題 1．地区更新モデル調査事業について 

 

第 4回 平成 19年 10月 9日（火） 

議 題 1．中心市街地活性化基本計画について 

 2．地区更新モデル調査事業の実施並びに委員会の設置について 

 

第 5回 平成 19年 10月 23日（火） 

議 題 1．中心市街地活性化シンポジウムの開催について 

2．協議会会長について 

3．協議会への入会について 

4．個別プロジェクト進捗状況について 

 

臨 時 平成 19年 10 月 30日（火） 

議 題  1．地区更新モデル調査事業について 

 

第 6回 平成 19年 11月 13日（火） 

議  題 1．会長の選任について 

2．地区更新モデル調査事業について 

3．協議会メンバー(構成員)について 

4．個別プロジェクト進捗状況について 

 

第 7回 平成 19年 11月 27日（火） 

議  題 1．松山市中心市街地活性化基本計画(案)について 

 

第 8回 平成 19年 12月 11日（火） 

議  題 1．新規協議会メンバーの承認について 

2．地区更新モデル調査事業の進捗について 

3．臨時総会の開催について 
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第 9回 平成 20年 1月 22日（火） 

議  題 1．松山市中心市街地基本計画への意見・要望取りまとめについて 

 

臨  時 平成 20年 2 月 1日（金） 

議  題 1．松山市中心市街地基本計画への意見・要望取りまとめについて 

 

第 10回 平成 20年 2月 12日（火） 

議  題 1．事業所立地の奨励制度について 

2．商業活性化推進事業（旧 TMO基金）の要望調査について 

3．松山のまちづくり構想について 

 

第 11回 平成 20年 3月 10日（月） 

議  題 1．協議会総会附議事項について 

（１）平成 20年度事業計画（案）について 

（２）平成 20年収支予算（案）について 

             （３）規約の一部改正について 

            （４）松山市中心市街地活性化基本計画（案）の意見取りまとめについて 

           2．平成 20年度タウンマネージャーの設置について 

3．松山市中心市街地活性化基本計画（案）の変更点について 

 

第 12回 平成 20年 3月 18日（火） 

議  題 1．松山市中心市街地活性化基本計画（案）の変更点について 

 

第 13回 平成 20年 4月 8日（火） 

議  題 1．今年度事業の進め方について 

 

第 14回 平成 20年 5月 16日（金） 

議  題 1．サブタウンマネージャーの採用について 

2．平成 20年度事業計画について 

 

第 15回 平成 20年 6月 24日（火） 

議  題 1．現在の事業実施状況について 

2．総会開催の日程調整並びに議題について 

3．意見・情報交換 

 

第 16回 平成 20年７月８日（火） 

議  題 1．総会附議事項について 

2．意見・情報交換 
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第 17回 平成 20年７月２２日（火） 

議  題 1．総会附議事項について(最終調整) 

2．意見・情報交換 

 

第 18回 平成 20年 8月２6日（火） 

議  題 1．基本計画に係る意見書の提出について 

2．有限責任中間法人「お城下松山」の協議会入会依頼について 

3．中小企業基盤整備機構への事業申請について 

4．来年度の事業について(各提案出し) 

5．情報・意見交換 

 

第 19回 平成 20年 9月 9日（火） 

議  題 1．平成２０年度協議会予算の補正について 

      2．情報・意見交換 

 

臨  時 平成 20年 9 月 10日（水） 

議  題 1．松山市中心市街地活性化基本計画の変更点について 

 

第 20回 平成 20年 9月 25日（木） 

議  題 1．来年度の事業について(各提案出し) 

2．松山市中心市街地活性化基本計画について 

3．中央商店街将来構想について 
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  中心市街地活性化協議会からの意見書 

 

平成２０年７月２４日 

 

 

 松 山 市 長  

 中 村 時 広  様 

 

 

松山市中心市街地活性化協議会 

会 長  麻 生 俊 介 

 

 

松山市中心市街地活性化基本計画に対する意見書 

 

 

 中心市街地の活性化に関する法律第１５条第９項の規定に基づき、意見書を提出致します。 
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松山市中心市街地活性化基本計画に対する意見書 

１．協議会の意見 

本協議会においては、松山市が新たな中心市街地活性化基本計画を策定し、国への認定申

請を行うことで、今後の中心市街地のあり方つまり、都市機能を集約するコンパクトなまちづくりに

向けての取組みを改めて強く宣言したものと認識しております。  

基本計画は、「街なかの賑わい創出」「街なかの観光交流人口増」「街なかの商業活性化」を三

本柱に掲げ、明確な将来の方向性を示しており、時代の潮流に沿ったものであります。また、中心

市街地活性化に関する数値目標も設定され、その実現に向けた具体的な取組みについても提示

されていることから、おおむね妥当であるとの結論に至りました。 

なお、基本計画の策定及び実施にあたりましては、松山市は次の事項に配慮されますことを望

みます。 

 

（１）基本的な方針等計画全般について 

ア 市民への周知について 

松山市の中心市街地は、松山市を代表するまちの顔であることから、中心市街地の賑わ

いが松山市の活性化を実現するための大きなポイントであります。このことから、事業主体や

本協議会と共に、中心市街地の果たす役割や重要性について、市民への周知・説明を行

い、理解と積極的な協力が得られるなかで、事業が実施されるように配慮していただきたいと

存じます。 

イ 城下町らしさを活かしたまちづくりについて 

松山市が有する自然や歴史･文化、産業などを活かした「城下町らしさ」を現出するという

観点から、既存資源の見直し、再評価を行い、一方でそれら既存資源を土台とした新しい松

山のまちづくりを官民協働で取り組んで行きたいと考えます。 

ウ 中心市街地活性化基本計画の推進体制について 

中心市街地の活性化を推進するため、松山商工会議所、株式会社まちづくり松山が中心

となって商業者、地元企業、行政などの参画によって本協議会を設立したところであります。 

今後、本協議会が中心となって基本計画に盛り込まれた事業、その他中心市街地におけ

る様々な取組みを円滑かつ着実に推進することに、一層の支援を願うものであります。 

 

（２）個別的事項 

ア 区域について 

事業を集中して活性化を図る観点から、区域を約４５０ｈａとすることについて概ね理解しま

すが、街なか居住の推進や高齢化・福祉社会への対応、更には観光客等の回遊性の仕組

みづくり等には、公共交通機関との連携が必要不可欠であります。従いまして、公共交通機

関沿線の部分を取り込んだ約６３０ｈａを区域とする包括的な推進をお願いいたします。 

イ 賑わい創出に向けて 

賑わい創出の重要な要素である昼間人口の増加に向けて、中心市街地に幅広く企業等

の立地を誘発・誘導するために、「まちなか暮らし・賑わい事業所立地促進事業」の展開は望

ましいことであります。加えてその制度の効果をよりあげていくためには、制度の対応と合わ
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せて、中心市街地の建物等の更新を促進していくことが求められます。 

建物更新時の駐車場・駐輪場の付置義務条例について、駐車場・駐輪場の確保と合わ

せ、建物更新が促進されるような検討を願うものであります。 

ウ 大規模集客施設の立地について 

中心市街地への都市機能の集積を図るため、準工業地域への大規模集客施設（１万㎡）

の立地規制を行っていることは、松山市の中心市街地活性化に向けた強い意思表示と高く

評価いたします。加えて、規制だけでなく中心市街地内への立地誘導についても積極的に

取り組んでいただきたいと存じます。 

都市計画による土地利用規制は、街づくりの根幹を成すものであることから、土地利用規

制とあわせ都市機能の集約によるコンパクトな街づくりの推進や、関係機関との連携、更には

広域調整に係る働きかけ等の配慮を今後も願います。 

エ 新たな事業への支援並びに追加、見直しについて 

本基本計画認定後において、都市環境の変化や盛り込まれた事業の展開により、活性化

に寄与する新たな民間事業が喚起され、具体化される事業が多く見込まれています。このた

め、これらの事業者に対して協議会としても具体化に向けた積極的な支援をおこなうこととし

ていますが、松山市においても積極的な支援を行っていただくとともに、事業者に対して新

規事業の照会、聴取を随時行っていただき、事業の追加、見直し等を積極的に実施してい

ただくようお願いいたします。 

 

２．おわりに 

松山市における、道後地区やロープウェー街等に代表されるこれまでの着実な市街地整備

の事業実施や、マンション等の民間投資の動きなど、市の尽力によるところが大きいと認識し、

大変評価されるものと確信しております。今後は、旧活性化基本計画（平成１４年策定）に位置

付けられていた商業重点地区やＪＲ駅周辺地区における市街地整備への早急な取組みや、本

市の２大観光地である松山城、道後温泉のある中心市街地において、平成２１年から３ヵ年間

放映される、NHK のスペシャルドラマ「坂の上の雲」を起爆剤とした観光振興への取り組みが求

められます。 

本協議会においても、今後の活動の中で本基本計画の実施にあたり、必要な取組みの研究

や検討を行い、鋭意支援、協力していく所存です。松山市におかれましては、本基本計画の実

施にあたって国の認定とともに市民の理解を得ること、また県都としての機能、役割を重視しな

がら、松山市の中心市街地の特性を十分に発揮させるものとなるよう最大限の努力を引き続き

お願いいたします。 
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進  

１．客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施 

   商店街での通行者に対するニーズ調査、まちなか居住アンケート、観光アンケートの調査分

析については、「中心市街地の現状及び分析」にて記載したとおりである。 

   各分析に基づき、中心市街地において行う事業について下記に記載する。 

 

① 城山公園整備 

まちなかに住みたくない理由の 2番目、緑や公園が少ないに対応する事業。 

 

② 松山駅周辺土地区画整理事業、新たなまちづくりに向けたまちづくり初動期支援事業 

まちの更新を促進し、将来にわたり持続可能で競争力を維持できるまちとするために必要

な事業 

 

③ 愛媛県立中央病院整備運営事業 

中心市街地に欲しい施設の 1番目である病院に対応した事業 

 

④ ほっとステーションおいでんか運営事業 

     消費者から気軽に利用できるトイレ、休憩所の整備を求める意見や、ベビーカーや高齢

者用の電動スクーターなど、ショップモビリティの実施を求める意見に対応した事業。 

 

⑤ まちなか回遊情報提供事業、マップ作成事業 

     観光客が必要としている飲食店、駐車場等を記載したマップ（紙情報）を作成し、観光客

や市民が手軽に情報を入手できることにより、道後と松山城や中央商店街の連携を図る事

業。 

 

 

２．様々な主体の巻き込み及び各種事業等との連携・調整 

中心市街地活性化基本計画を策定するにあたり、設立された中心市街地活性化協議会は、

基本計画に対する協議や意見だけでなく、自ら活性化事業にも取り組むことが規約に盛り込

まれており、協議会メンバーを中心に多様な主体が連携して活性化事業を行っていくこととし

ている。 

 

① （株）まちづくり松山及び商店街との連携 

（株）まちづくり松山は松山市との間で、屋外広告物、道路管理、中心市街地活性化連携

の３協定を締結し、道路空間を活用した広告収益事業を展開しており、加えて、中央商店街

と連携し、独自の勉強会やまちづくりワークショップを開催し、中央商店街自らが進めるべき

まちづくりを協議し、自転車対策やまちの更新等について集客力アップにつながる取り組み

を進めている。 

加えて、経済産業省の診断･助言事業を活用し、専門家の助言を受け、中央商店街自ら

が進めるべきまちづくりについて、検討を進めている。 
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② 中心市街地活性化協議会との連携 

    まち更新モデルの作成や自転車対策、中心部と道後地区の観光連携等について、中心市

街地活性化協議会の運営会議において、各メンバーが連携することで実施可能となる事業

について検討を進めており、協議の整った事業から順次取り組むこととしている。 

 

③ 各実行委員会との連携 

松山春まつり（お城まつり、道後温泉まつり）、松山まつりにおいては、多様な主体による

各実行委員会が行ってきたところであるが、平成 19 年度からは、前記の城山公園オータム

フェスティバル実行委員会、道後夏まつり実行委員会など新たな実行委員会を立ち上げ、

様々な実施主体によりイベントが開催されている。 

 

④ 中央商店街と道後温泉旅館組合、ホテル協会との連携 

    松山城を含む中心部と道後地区のより一層の連携を図り、相互の回遊性を向上させること

を目的に、各種情報を市民及び観光客に対し相互に提供する。 
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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］都市機能の集積の促進の考え方  

１） 松山広域都市計画マスタープラン 

   愛媛県において平成16年5月に策定された「松山広域都市計画区域マスタープラン」（松山

市を含む三市二町）の中で、県都松山市の JR 松山駅及び伊予鉄道松山市駅を中心とする中

心市街地においては、広域行政機能、商業･業務機能、情報機能、高等教育機能、医療･福祉

機能及び国際化･観光機能等の高次都市機能を配置し、その機能充実を図ることで、良好な

都市景観を備えた中四国地域の中核となる都心拠点としてまちづくりを進めることが位置づけ

られている。 

 

２） 松山市合併建設計画 

   平成 17 年 1 月に松山市、北条市、中島町の合併において策定された計画では、新市の都

心として、居住、商業・サービス、ビジネスの機能が調和し、市内外から人・もの・情報が集い、

交わる中で都市文化が生まれる空間を形成。 

高等教育機関やコンベンション施設等を活用した、文化・学術研究等の交流を促進。 

交通ターミナルの整備や広域交流・地域連携の拠点づくりにより、市内外から人々の集う「賑

わい広場」づくりと整備に当たっては、景観面にも配慮することを位置づけている。 

 

３） 松山市総合計画 

   第 5次松山市総合計画において、「『坂の上の雲』をめざして」の基本理念の下、「憧れ 誇り 

日本一のまち 松山」 をめざす将来像に、実現に向けた重点的取組みとして、「元気、活力日

本一のまちづくり」として、中心市街地の賑わいづくりに向けて、人々が集い、交流することので

きる環境整備を進めることとしている。 

   加えて、市長公約として、「まち」の顔となる、中心市街地の活性化に向け、市民や事業者と

連携を図りながら、多様な都市機能がコンパクトに集積した賑わいあふれるまちづくりを進める

こととしている。 

 

４） 松山市都市計画マスタープラン 

 松山市の都市計画に関する基本的な方針において、松山城、JR 松山駅、伊予鉄道松山市駅

周辺区域を都心拠点、松山城北側を文教拠点、道後を観光拠点と位置づけ、加えてその周辺

地区を環境にやさしい都心居住エリアと位置づけ、様々な人が住まい・交流する活力ある安心・

安全な都心空間として様々な機能が集中した都心拠点を目指し、公共交通の利用促進、都市

基盤の充実と土地の高度利用、商業の活性化、新たな人口の定着を目指すこととしている。 
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［2］都市計画手法の活用  

中心市街地の西南の近接するＪＴ工場跡地（準工業地域）においては、大規模集客施設の立

地が計画されていたが、平成 18 年末に、本市が進めるコンパクトなまちづくりや中心市街地の活

性化に悪影響があること、中心市街地活性化基本計画の策定及び大規模集客施設の規制を平

成 19 年度から進めることを市が表明し、松山市が進める街づくりへの協力を地権者等へ依頼し

た。その結果、所有者は売買により代わったものの、松山市の進める街づくりに対し、各地権者の

理解と協力を得ることができ、都市計画による準工業地域の大規模集客施設の規制が行われる

（平成 20 年 4 月特別用途地区建築条例の施行）前であったにもかかわらず、大規模集客施設の

建設は行われていない。 

この事例のように，市域の準工業地域には，比較的まとまりをもつ事業用地が存在することか

ら，大型小売店舗などの大規模集客施設の立地が懸念された。 

平成19年度には、延べ床面積１万㎡を超える大規模集客施設（建築基準法別表第２（わ）項に

掲げる用途）を規制する特別用途地区の指定及び特別用途地区建築条例の制定を行い、平成

20 年 4 月から建築条例の施行によって準工業地域の大規模集客施設の立地規制を確実なもの

として、本市の目指すまちづくりを進めている。 

 

法手続き等の経緯（平成 19、20年度） 

8月：市内５箇所で特別用途地域の指定について、説明会及び意見陳述会を開催 

   10月：特別用途地区の案の縦覧及び意見書の掲出 

   11月：松山市都市計画審議会の開催 

   12月：特別用途地区建築条例の審議・公布 

    2月：特別用途地区の都市計画決定告示 

    4月：特別用途地区建築条例の施行 

 

規制内容 

劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場又は店舗，飲食店，展示場，遊技場，勝馬投

票券発売所，場外車券売場，場内車券売場若しくは勝舟投票券発売所の用途に供す

る建築物でその用途に供する部分 (劇場，映画館，演芸場又は観覧場の用途に供する

部分にあっては，客席の部分に限る。 )の床面積の合計が 1 万平方メートルを超えるもの  
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［3］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等  

 中心市街地には、官公庁、教育、文化、保健福祉、医療等の施設が整備されているほか、公共

交通も整備されている。また、商業集積も進んでおり、中央商店街のほか、大規模小売店舗もあ

り、中心商店街と一体的な商業集積を形成している。 

こうした都市機能の既存ストックを有効活用する取組みにより、さらに中心市街地の活性化が図

られるものと期待される。 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地の公共公益施設等 

公共公益施設 

医療機関 

福祉施設 

松山市民会館 愛媛県美術館 

愛媛県庁 
松山地方検察庁 

松山地方裁判所 

松山中央郵便局 

松山東雲中・高校 

市役所 
番町小学校 

コムズ 
日銀松山支店 

県警本部 
家庭裁判所 

若草合同庁舎 

松山総合福祉センター 

済美高校 
総合コミュニティセンター 

松山市民病院 

松山商工会議所 

県立中央病院 

県民文化会館 

県障害者福祉センター 

東雲公園 
松山地方局 

城山公園 
NTT 西日本病院 

新玉小学校 八坂公園 野本病院 

吉田病院 

梶浦病院 

JP 四国支社 

南味酒公園 

松山南高校 
松山工業高校 

聖カタリナ高校 

看護専門学校 

愛媛大学 
松山大学 

日赤病院 

消防署 

保健所 
松山北高校 
清水公園 

萱町公園 

味酒小学校 

東中学校 

東雲小学校 

清水小学校 
勝山中学校 

ハーモニープラザ 

 中心市街地の主要交通体系 

道後温泉 

松山城 

市内電車 

郊外電車（横河原線） 
郊外電車 

（郡中線） 

ＪＲ 

郊外電車（高浜線） 

県庁 

市役所 

中央商店街 

城山公園 
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中心市街地内の大規模小売店舗（売場面積１，０００㎡以上） 

  

いよてつ髙島屋 

三越松山店 

パルティフジ道後 

銀天街 GET 

アイソウ松山店 

フジグラン松山 

ベスト電器松山本店 

松山ポポロ 

笠崎家具 

小泉家具 松山四国電業 

UPビル 

デオデオ松山店 

野上家具 
森家具 

松山シルバーモール 

紀伊国屋書店 

BE-FLAT 

とかげやビル 

平成 19年末現在 

1,000㎡超 大規模小売店舗 

3,000㎡超 大規模小売店舗 

 

 

●湯神社 
道後温泉本館● 

●子規記念博物館 
● 

道後公園 

伊予鉄道後温泉駅 ● 

放生園 
●伊佐爾波神社 

●松山城 

●坂の上の雲ミュージアム 
萬翠荘● ●愚陀仏庵 

●子規堂 

●庚申庵 

県立美術館● ●県立博物館 

●ロシア人墓地 

●一草庵 
秋山好古・伊佐庭如矢墓● 

松山城二之丸史跡庭園● 

●きどや 

● 秋山兄弟生家跡 

中心市街地の主要観光施設 
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［4］都市機能の集積のための事業等  

都市機能の集積に当たっては、以下の事業を進め、既存のストックも有効に活用することで、効

果的に中心市街地の活性化を図ることとする。 

 

・ 城山公園の整備 

・ まつやまインフォメーション（まちかど案内情報発信事業） 

・ 松山駅周辺土地区画整理事業 

・ 愛媛県立中央病院整備運営事業 

・ 地域子育て支援拠点事業 
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11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［1］基本計画に掲げる事業等の推進上の留意事項 

個別事業に関連した実践的・試行的な活動の内容・結果等 

 

1．「坂の上の雲」を軸とした 21世紀のまちづくり 

「坂の上の雲」のまちづくりへの取組みは、平成 11 年度から取組んでおり、平成 12 年 3 月に

基本構想、平成 13 年 3 月に基本計画を策定し、まちづくりの具現化手法として、松山城周辺の

ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝと6つのｻﾌﾞｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝを位置づけた「坂の上の雲ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ構想」を打ち出し、

構想の実現に向けた施策を行っている。 

平成 15 年度以降、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ構想の具現化に向け、地域資源等ﾃｰﾏに実効性のある

活動を行う地域の市民団体やＮＰＯ、地元大学生等の支援を実施し、自ら地域の活性化に取り

組む団体が新たに 21団体立ち上がった。今後も新たな団体を発掘・支援していくことで、市民主

体のまちづくりを進めるものである。 

 

2．城山公園の活用 

平成 19年度に、整備中の城山公園（堀之内地区）の供用開始後の利活用方法の一つとして、

県内メディアが主体となって、周辺の市民会館、愛媛県美術館、坂の上の雲ミュージアム等の各

施設の催物等と連携して、集客力のあるイベントを開催した｢オータムフェスティバル｣では、約

300千人の公園利用者があった。 

このことから、中心市街地の中心に位置する城山公園を、史跡公園として整備するに当たり、

市民のセントラルパーク的な存在として市民や観光客の憩いの場として整備する一方、イベント

広場として整備・活用することは、中心市街地の活性化に大きく寄与するものである。 

 

3．住民参加による景観整備での街の魅力形成 

松山城へのメインエントランスとして重要な役割を担っているロープウェー街は、商業の中心で

ある大街道の北側に位置しており、北部方面への通過交通が多く、通りに学校があり、加えて北

側には文教地区があることから自転車交通が多く、さらに歩行空間が狭く、安心して通りを歩け

ない状況であったことから、平成 15年 10、11月にトランジットモール及び交通拠点（伊予鉄道松

山市駅）、観光拠点（道後温泉）を結ぶループバスの社会実験を行った。 

また、魅力ある通りの形成を目指して、地元住民との協働による道路空間再配分(2車線→1車

線)や民有地の景観整備を実施した。その結果、対策前後で休日の歩行者が 3倍以上に増加す

るとともに、地価も上昇する等、通りの賑わいが創出されるとともに資産価値も上昇している。 

道路整備と民有地が一体となり、まちの景観整備を行うことが、まちの活性化につながることか

ら、道後温泉本館周辺や道後温泉駅周辺において、道後温泉駅前街区・本館周辺ファサード景

観整備事業及び伊予鉄道後温泉駅周辺みち再生事業により、まちの景観整備を行い、道後地

区の賑わい向上を図ることとしている。 
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4．まつやまインフォメーションの情報発信事業の活用 

平成 17 年度に、官民協働型で行った松山市超高速大容量通信網整備事業によって構築さ

れた、市内全域 3,000㎞に及ぶ光ファイバー網を活用すべく、中心市街地を中心に、まちかど案

内情報発信施設「タウンボード」を 13 台設置した「まつやまインフォメーション」の情報発信事業

では、観光客・市民に対する観光・生活等の官民の情報発信を行っている。 

この情報基盤を活用し、現在、国土交通省・松山市・（株）まちづくり松山が連携して、「環境に

やさしい、賑わいのあるまちづくり」を目指し、公共交通機関利用者、買い物等によりポイントが貯

まり、ポイント獲得者上位者には抽選で景品をプレゼントする、ポイントサービス（エコポイント）事

業を平成 18年度から 3カ年間の実証実験として取組んでおり、イベント時と連携したポイントプラ

ス時に、登録者の約 15％が来街する実績を上げている。 

平成 21 年度からは、（株）まちづくり松山と民間事業者により、ポイント制度を継続実施予定で

あり登録者を増やし、中央商店街への来街を促進するものである。 

 

 

整備前 整備後 

 

荷捌きスペース

ｽﾗﾛｰﾑ・１車線化・
ｶﾗｰ舗装 等

荷捌きｽﾍﾟｰｽ

歩道整備
（電線類地中化 等）

ﾌｧｻｰﾄﾞ整備

電線類地中化

カラー舗装等

ﾌｧｻｰﾄﾞ整備

・ 2車線を1車線に変更        

・ 道路線形のスラローム化   

・ カラー舗装・石畳        

・ 電線類地中化            

・ ファサード整備 

・ 荷捌きスペース  4 ヵ所 

・ デザイン照明、ボラード等 

ロープウェー街の整備状況 
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［２］都市計画との調和等 

1.松山市合併建設計画 

  ［３］中心市街地要件に適合していることの説明、第３号要件の２）参照。 

   

 

2.第５次松山市総合計画 

  ［３］中心市街地要件に適合していることの説明、第３号要件の３）参照。 

 

 

3.松山市都市計画マスタープラン 

  ［３］中心市街地要件に適合していることの説明、第 1３号要件の４）参照。 

  また、分野別の整備方針の中で、重要プロジェクトとして、本市の陸の玄関口にふさわしい賑

わいと活力あるまちづくりを実現するための松山駅周辺土地区画整理事業及び JR 松山駅付近

連続立体交差事業、都心部の中で安らぎと潤いを与える城山公園の整備を位置づけ、重点的

に整備を進めることとしている。 

 

 

4.松山市環境総合計画 

本市では、地球にやさしい日本一のまちをめざして、松山市環境総合計画では、1．地球の

未来を思い行動するまち、2．自然を守り育むまち、3．水を大切にするまち、4．限りある資源を

大切にするまち、5.ゆっくりスムーズに移動できるまち、6.古きをたずねて環境を学ぶまち、7.

環境を思いやる産業が育つまち、8.人を愛し自然を愛する市民のまち、の 8 つの基本目標を

掲げ、各種環境施策を進めている。 

中心市街地では、基本目標の「5．ゆっくりスムーズに移動できるまち」の基本施策である

「徒歩と自転車で移動しよう」、「公共交通を充実させよう」、を実現できる、気候が穏やかで市

街地がコンパクトであり、徒歩と自転車での移動に適していること、路面電車が環状に走って

いるなどの利点を活かして環境に配慮したまちづくりを進めると同時に、残り７つの基本目標

についても、他の地域をリードする積極的な取り組みを進めることで、環境の目指す将来像

「協働が築く自然と都市が調和するまち 松山」の実現できるまちづくりを進めることとしてい

る。 

 

 

 

［3］その他の事項 

  該当なし 
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12．認定基準に適合していることの説明 

 

基 準 項  目 説 明 

第 1号基準 

基本方針に

適合するもの

であること 

意義及び目標に関する事項 1．中心市街地の活性化に関する基本的な

方針 

3．中心市街地の活性化の目標 

を参照 

認定の手続 9．［２］中心市街地活性化協議会に関する事

項を参照 

中心市街地の位置及び区域に

関する基本的な事項 

2．中心市街地の位置及び区域を参照 

4 から 8 までの事業及び措置の

総合的かつ一体的推進に関す

る基本的な事項 

9．4 から 8 までに掲げる事業及び措置の総

合的かつ一体的推進に関する事項を参照 

中心市街地における都市機能

の集積の促進を図るための措

置に関する基本的な事項 

10．中心市街地における都市機能の集積の

促進を図るための措置に関する事項を参照 

その他中心市街地の活性化に

関する重要な事項 

11．その他中心市街地の活性化のために必

要な事項を参照 

第 2号基準 

基本計画の

実施が中心

市街地の活

性化の実現

に相当程度

寄与するもの

であると認め

られること 

目標を達成するために必要な 4

から 8 までの事業等が記載され

ていること 

4．から 8．を参照 

基本計画の実施が設定目標の

達成に相当程度寄与するもの

であることが合理的に説明され

ていること 

3.中心市街地の活性化の目標を参照 

 

第 3号基準 

基本計画が

円滑かつ確

実に実施され

ると見込まれ

るものである

こと 

事業の主体が特定されている

か、又は、特定される見込みが

高いこと 

4．から 8．を参照 

事業の実施スケジュールが明確

であること 

4．から 8．を参照 

 

 


